
Ⅲ　推 進 課 題

住民参画による開かれた町政の推進1

住民と行政の協働01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

ボランティア・住民
活動拠点の設置

ボランティア・住民活動団体の拠点施設として、情
報収集・提供、コーディネートなどを行う（仮）ボラ
ンティア・住民活動センターの設置を検討する。な
お、設置にあたっては、計画段階から、住民団体
などの参加により、施設の機能、運営方法を検討
する。

02

企画財政課

住民活動センター
の設置の検討

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手。
住民活動と行政の協働・支援のた
めの基本方針を策定するなかで、
その内容を検討する。

（評価） ×

（仮称）総合福祉会館内に、設置
することを検討。

（評価） △

地域福祉の充実に向け、（仮称）総合福祉会館内
にボランティアや小地域福祉会の活動・交流の拠
点を設置する。

福祉課

地域福祉活動の拠
点の設置

（仮称）総合福
祉会館建設後
に設置。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

（仮称）総合福祉会館内に活動拠
点を設ける予定である。

（評価） △

（仮称）総合福祉会館内に活動拠
点を設ける予定である。

（評価） △

ボランティア・住民
活動情報システム
の構築

ボランティア活動の希望者と依頼者双方の情報
や住民活動団体等の情報を提供するシステムを
構築し、ボランティア・住民活動の促進に努める。

03

企画財政課

ボランティア・住民
活動情報システム
の構築

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手。
住民活動と行政の協働・支援のた
めの基本方針を策定するなかで、
その内容を検討する。

（評価） ×

未着手。
住民活動と行政の協働・支援のた
めの基本方針を策定するなかで、
その内容を検討する。

（評価） ×

行政からボランテ
ィア等住民団体へ
の運営主体の移
行

伝統文化の継承と地域コミュニティの育成、観光
の振興を図るため、斑鳩の里ふるさと秋祭りを住
民主導により企画実施する。

04

観光産業課

斑鳩の里ふるさと
秋祭り実施を住民
主導へ移行

平成15年度より
実行委員会組
織の改善を検討
する。

未着手

（評価） ×

実行委員会の際に、組織改革の協
議を行った。

（評価） △

実行委員会で住民主導で行うこと
について協議を行う。

（評価） △

実行委員会で住民主導で行うこと
について引き続き協議を行い進め
た。

（評価） ○

愛と輝き夢フェスタの開催を、環境、健康、福祉に
ついて考えてもらう機会として住民主導によって
企画実施する。

住民生活部

愛と輝き夢フェスタ
実施を住民主導へ
移行

平成14年度より
実行委員会設
置。実施につい
て住民主導を推
進する。

愛と輝き夢フェスタを９月13日に
実行委員会組織で実施し、2,000人
の参加があった。実行委員会をは
じめ６部会による３回～４回の部
会を行い住民主導のイベントとし
て企画・立案から協働した。

（評価） ○

愛と輝き夢フェスタを９月11日に
実行委員会組織で実施し、2,500人
の参加があった。年４回の実行委
員会をはじめ６部会による３回～
４回の部会を行い住民主導のイベ
ントとして企画・立案から協働し
た。

（評価） ○

愛と輝き夢フェスタを９月10日に
実行委員会組織で実施し、2,500人
の参加があった。住民主導のイベ
ントとして企画・立案から協働し
、今年は上下水道の水環境フォー
ラムも合同で開催した。

（評価） ○

平成18年度は開催場所をいかるが
ホールから中央公民館に変更し、
愛と輝き夢フェスタを９月１６日
に実行委員会組織で実施し1,500人
の参加があった。年6回の実行委員
会を行い住民主導のイベントとし
て協働した。

（評価） ○
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推進課題



住民参画による開かれた町政の推進1

住民と行政の協働01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

ボランティア・住民
団体等との協働の
推進

従来の行政主導型訓練から、住民主体で行う実
戦型・体験型訓練を行い、住民自らが「自分たち
のまちは自分たちで守る」体制づくりを推進するた
めに、現在１８の自主防災組織を対象として、地
域に入って地区別防災訓練を実施する。

05

総務課

自主防災組織の育
成・充実

平成14年度から
年間3箇所ずつ
実施。

地区別防災訓練実施年次計画（平
成15～19年度）の作成
地区別防災訓練の実施
・駅前周辺自治会・駅前中自警団
・東里自治会・自警団

（評価） ○

地区別防災訓練の実施
・目安自治会・自警団
・白石畑自治会・自警団
・追手連合自治会・自警団

（評価） ○

地区別防災訓練の実施
・幸進町自治会自警団・小林ハイ
　ツ自治会
・五丁町連合自治会・自警団

（評価） ○

地区別防災訓練の実施
・北庄自治会・自警団
・並松連合自治会・自警団

（評価） ○

住民と行政協働によるまちづくりの実現に向け、
様々な角度から、「まちづくり」について考える講
座の開催を通して、“自分たちのまちは、自分たち
でつくる”という意識の高揚を図り、また、まちづく
り活動を進める住民グループを支援し、これから
のまちづくりを担う人材の育成をすすめる。

企画財政課

まちづくりを担う人
材の育成

平成15年度から
太子塾イベント
への補助金交
付。

平成13・14年度のまちづくり人材
育成講座の受講生を中心とした住
民グループである「まちづくり太
子塾」の運営、活動を支援した。
また、その企画実施するイベント
「竜田川ウォーク・竜田川流域フ
ォーラム」に対して補助金を交付
した。

（評価） ○

引き続き「まちづくり太子塾」の
運営、活動を支援した。本年度は
、地域の良さを再発見するととも
に里山を守ることを皆で考えるイ
ベント「里山ウォーク」を企画実
施され、この事業に対して補助金
を交付した。

（評価） ○

引き続き「まちづくり太子塾」の
運営、活動を支援した。本年度は
、ＪＲ法隆寺駅周辺にある歴史遺
跡や衛生処理場を巡り、地域の良
さを再発見し、町が抱える問題を
考えるイベント「町中ウォーキン
グ」を企画実施され、この事業に
対して補助金を交付した。

（評価） ○

引き続き「まちづくり太子塾」の
運営、活動を支援した。本年度は
、国の委託金を財源として、町、
学校等と実行委員会を設置し、各
機関と協力しながら、子どもを対
象とした和太鼓、能、竹細工等の
体験教室を開催した。

（評価） ○

地域の子育てを支援するため、子育てサポータ
ー養成講座修了者で組織される子育てサポートク
ラブの育成と自立を図る。

福祉課

地域の子育て支援
平成15年度から
活動を開始。

町保健センターでのわんぱく広場
、中央・東・西公民館でのちびっ
こサークル、また、乳幼児健診の
待ち時間において、子どもの遊び
相手や保護者の相談相手として、
子育て支援活動を実施した。

（評価） ○

町保健センターでのわんぱく広場
、中央・東・西公民館でのちびっ
こサークル、乳幼児健診・予防接
種の待ち時間において、子どもの
遊び相手や保護者の相談相手とし
て、また、子宮がん・乳がん検診
時においては、受診しやすいよう
託児を行い、子育て支援活動を実
施した。

（評価） ○

従来の子育て支援活動のほか、平
成１７年６月１日より町中央公民
館幼児室において、仕事や兄弟姉
妹の病院への通院、講習会・講演
会等子どもづれの外出ができない
ときに、子どもたちをお預かりす
る｢託児サービス｣も開始し、地
域での子育て支援を実施中。

（評価） ○

従来の子育て支援活動のほか、平
成１８年６月５日より斑鳩幼稚園
１階東側教室において、乳幼児と
親が気軽に集い、うち解けた雰囲
気の中で語り合い、交流を図るこ
とや子育てサポーターによる育児
相談などを行う｢つどいの広場｣
を開始し、地域での子育て支援を
実施中。

（評価） ○

健康いかるが２１計画の目標達成のために、地域
ボランティア等と連携をとり、健康づくりを進め、保
健事業の推進を図る。

健康推進課

健康いかるが２１計
画の推進

平成15年度から
実施。

健康いかるが21計画を啓発するた
めに、パンフレットの各戸配布と
広報記事掲載を行った。生活習慣
病を予防するために、食生活改善
や運動習慣の定着を図り、医師会
や栄養士会、食生活改善推進員等
との協働した保健事業を実施した
。

（評価） ○

健康いかるが21の推進はもとより
、子育て支援事業や介護予防事業
においても運動ボランティア、子
育てサポーター、本の読み聞かせ
ボランティア、音楽療法ボランテ
ィアグループと協働した事業を実
施した。

（評価） ○

健康いかるが21の推進はもとより
、子育て支援事業や介護予防事業
においても運動ボランティア、子
育てサポーター、本の読み聞かせ
ボランティア、音楽療法ボランテ
ィアグループと協働した事業を実
施し、定期的な会議や研修会も実
施した。

（評価） ○

健康いかるが21の推進していく中
で住民の意見を反映させるためワ
ーキンググループにて意見交換し
、計画を見直し改訂版を作成した
。住民自身が身近な地域で健康づ
くりに取り組むことができるよう
各種ボランティアと協働した保健
事業を実施した。

（評価） ○

町民が良好な環境を確保するために行う活動のリ
ーダーとなる環境保全推進委員の活動を充実さ
せることにより、環境保全への意識の高揚を図る。

環境対策課

環境保全推進委員
の充実

平成15年度50
名に増員。

平成１５年８月１日付で環境保全
推進員５０名を委嘱

（評価） ◎ （評価） －

平成１７年８月１日付で１１６名
（各自治会１名すつ）を委嘱

（評価） ◎

各自治会１名体制で地域に密着し
た活動を展開

（評価） ◎

様々な環境問題について考える教室の開催を通
じて、環境と共生するまちづくり、持続発展可能な
地域づくりに向けての意識の高揚を図る。

環境対策課

環境教室の充実
毎年見直しを行
い実施。

環境教室２教室を開催
・親子水生生物探検教室
　（参加者26名）
・親子ケナフ紙すき教室
　（参加者125名）

（評価） ○

環境教室２教室を開催
・親子環境教室　～川の巻～
　（参加者41名）
・親子環境教室　～省エネの巻～
　（参加者21名）

（評価） ○

環境教室２教室を開催
・水生生物探険教室　　（39名）
・エコショップ探険教室（26名）
･
＊意識継続率８２．９％
　（３か月後のｱﾝｹｰﾄによる）

（評価） ○

環境教室２教室の開催を計画した
が､1教室については､雨天のため
中止となった。
①水生生物探検教室（雨天中止）
②ソーラークッカー教室（34人）
＊意識継続率
　（3ヵ月後ｱﾝｹｰﾄ調査による）
　①調査できず
　②８３％

（評価） ○
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住民参画による開かれた町政の推進1

住民と行政の協働01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

ボランティア・住民
団体等との協働の
推進

花と緑あふれるうるおいのある地域づくりにむけ、
住民、行政が一体となった花と緑のネットワークづ
くりを推進するため、斑鳩ガーデンクラブを核とし
、各種団体と連携をすすめ、花と緑のネットワーク
組織を確立する。

05

観光産業課

花と緑のネットワー
ク組織の確立

平成17年度まで
に7団体に拡大
する。

斑鳩ガーデンクラブの指導のもと
、５団体との連携により活動する
。

（評価） ○

斑鳩ガーデンクラブの指導のもと
、６団体と連携により活動する。
あゆみの家・ホリデー学園・西小
学校園芸委員会・斑鳩小学校園芸
委員会・東小学校園芸委員会・虹
の家

（評価） ○

斑鳩ガーデンクラブの指導のもと
、昨年に引き続き６団体と連携に
より活動する。
あゆみの家・ホリデー学園・西小
学校園芸委員会・斑鳩小学校園芸
委員会・東小学校園芸委員会・虹
の家

（評価） ○

斑鳩ガーデンクラブの指導のもと
、昨年に引き続き６団体と連携に
より活動する。
あゆみの家・ホリデー学園・西小
学校園芸委員会・斑鳩小学校園芸
委員会・東小学校園芸委員会・虹
の家

（評価） ○

屋外広告物の日などの機会を利用してボランティ
ア等を募り実施し、まちの景観、美化意識を高め
るとともに外部委託事業量の軽減及びボランティ
ア等への移行を検討する。

都市整備課

ボランティア等によ
る違反広告物簡易
除去の実施

平成16年度から
試行。

未着手

（評価） ×

環境保全推進委員による簡易除却
の検討を行うなかで、まず、違反
広告物掲出状況の報告を依頼し実
施した。

（評価） ○

簡易除却住民参加制度の実施要綱
作成にむけて、要綱を制定してい
る他市町村に調査を行った。

（評価） ○

「斑鳩町違反広告物を出さない町
づくり推進団体制度要綱」を策定
した。

（評価） ○

町内クリーンキャンペーンなどの機会に、住民の
方に公園施設を清掃してもらうとともに、ボランティ
ア等を募り、清掃、除草を実施し、美化意識を高
めるとともに、公園施設の維持管理業務の外部委
託事業量の軽減及びボランティア等への移行を
検討する。

都市整備課

ボランティア等によ
る公園施設の清掃
、除草の実施

平成16年度から
試行。

未着手

（評価） ×

・西里公園において地区住民によ
り定期的な清掃活動を実施。
　１回／週　４回／月
・服部コモン、服部川西、東公園
の日常清掃、軽除草について地元
自治会により実施。

（評価） ○

西里公園において地区住民により
定期的な清掃活動を実施。
　１回／週　４回／月
・服部コモン、服部川西、東公園
の日常清掃、軽除草について地元
自治会により実施。

（評価） ○

・西里公園において地区住民によ
り定期的な清掃活動を実施。
　１回／週　４回／月
・服部コモン、服部川西、東公園
の日常清掃、軽除草について地元
自治会により実施。

（評価） ○

文化財に興味ある住民を募り、発掘作業を行う上
での知識や技術を修得したボランティア養成を行
う。養成後は、臨時職員により作業を実施している
発掘調査を段階的にボランティアに移行する。

生涯学習課

ボランティアによる
発掘調査の実施

平成16年度から
実施。

調査研究

（評価） ×

平成17年４月に募集を行うため準
備を行なった。そして他の事例を
調査・検討した結果、発掘調査に
おいては、学術調査に限り導入可
能で、いわゆる開発に伴う緊急発
掘調査には適さない。平成17年度
は、出土遺物の洗浄作業を中心に
導入していく計画である。

（評価） △

平成17年５月に募集した結果、６
名の応募があった。しかし、平日
に参加できないなどの理由から、
導入が図れなかった。

（評価） △

発掘調査の現場が激減したことか
ら、募集を図らなかった。そこで
発掘調査へ参加しづらい点を検討
し、導入にあたっては調査の技術
を習得・養成する機会を創設する
などして、来年度に再募集をかけ
て、整理作業から導入を図る計画
である。

（評価） △

施策の計画等へ
の住民参加の検
討

施策の計画、策定等、それぞれの過程において
積極的に住民に情報提供を行うとともに、各過程
における住民参加の方策を検討する。

06

全課

施策の計画等への
住民参加の検討

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

新・女と男が輝く未来計画の策定
において、素案に対する住民意見
を広報やホームページにて募集。
いかるがパークウェイ推進協議会
において、意見交換の実施。
また、公共下水道に関するパブリ
ックインボルブメント（住民参画
）として住民アンケート、町政モ
ニターによる意見交換会を実施。

（評価） ○

公共下水道に関するパブリックイ
ンボルブメント（住民参画）結果
を踏まえた、今後の事業の進め方
をまとめたパンフレットを作成し
各戸配布を実施。
また、各小・中学校及び幼稚園に
３人または４人の評議員を委嘱し
、学校評議員制度を導入した。

（評価） ○

現行の広聴は、町が委嘱した町政モニターのアン
ケート方式による意見聴取が中心であり、より広い
住民の意見を反映させることが求められている。
そのため、平成15年度に行うホームページのリニ
ューアルにあわせて、各課ごとの意見募集欄を設
け、住民ニーズにあった行政サービスの向上に努
める。企画財政課

広聴の充実
平成15年度から
調査研究。

従来のアンケート方式にて実施

（評価） △

町政モニターアンケートは、従来
のアンケート方式にて実施。

（評価） △

従来のアンケート方式にて実施。

町ホームページの各課紹介および
各イベントお知らせ欄に各課メー
ルアドレスをリンクし、直接各課
への意見募集を行った。

（評価） △

従来のアンケート方式にて実施

（評価） △
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



住民参画による開かれた町政の推進1

住民と行政の協働01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

施策の計画等へ
の住民参加の検
討

福祉サービス（高齢・障害・児童福祉）について、
アンケート調査を行い、現状分析を行うことで、更
なる住民サービスの質の向上を図る。

06

福祉課

福祉に係る住民意
識調査の実施

平成15年度に
実施。

次世代育成支援・障害者福祉に関
するアンケート調査を実施した。

（評価） ○

アンケート調査結果分析実施。そ
の結果をもとにして、斑鳩町次世
代育成支援行動計画及び斑鳩町障
害者福祉計画を策定した。

（評価） ○

高齢者の介護と暮らしの実態に関
する調査を実施することにより現
状把握し第３期斑鳩町介護保険事
業計画・老人保健福祉計画を策定
した。

（評価） ◎ （評価） －

審議会委員等の
公募制の推進

審議会等の透明性を高めるとともに、町政への理
解と参加を推進し、併せて幅広い住民の意見を
反映させるため　引き続き委員の公募について推
進する。

07

全課

審議会委員等の公
募制の推進

平成15年度から
調査研究。

政治倫理審査会、明るい選挙推進
協議会、行政改革推進委員会、男
女共同参画社会推進委員会、介護
保険運営協議会において、公募委
員15名を登用している。

（評価） ○

新たに、廃棄物減量等推進審議会
において、公募委員1名を登用した
。

（評価） ○

引き続き公募委員の登用に努めて
いる。

（評価） ○

新たに、地域包括支援センター運
営協議会において、公募委員１名
を登用した。

（評価） ○

地域コミュニティ活
動の支援

自治会とは住民のコミュニティ組織の基本であると
いう考えから､自治会連合会への支援及び各自治
会への助成を継続して実施するとともに、住民が
持てる力を出し合い､助け合いながら、よりよいま
ちづくりを目指すコミュニティ活動を推進するため
、各自治会同士の連携を進め、自治会連合会の
ブロック単位の連合組織化の推進を図る。

09

総務課

コミュニティ活動の
推進

平成15年度に
組織機能の強
化の検討。

・自治会連合会への助成
・各自治会への文具料助成
・各自治会同士の連携の促進を図
るとともに、４つの連合組織のブ
ロック化の推進を検討

（評価） △

・自治会連合会への助成
・各自治会への文具料助成
・各自治会同士の連携の促進を図
るとともに、自治会連合会組織の
運営方法並びに４つの連合組織の
ブロック化の推進策の検討

（評価） △

・自治会連合会への助成
・各自治会への文具料助成
・各自治会同士の連携の促進を図
るとともに、自治会連合会の４つ
のブロック組織を確立し、役員選
出方法の検討をすすめた。

（評価） △

・自治会連合会への助成
・各自治会への文具料助成
・自治会連合会の４つのブロック
組織を確立し、ブロック内での連
携強化を促進した。また、各ブロ
ックでの、連合会の役員選出方法
を確立した。

（評価） ○

地域住民の福祉の増進とふれあい豊かな地域社
会の育成を図るため、自治会等の地域活動の拠
点整備としての地域集会所施設整備に対し補助
金を交付する。

総務課

地域集会所施設整
備の助成

引き続き実施。 錦ヶ丘自治会―新築
昭和町自治会―新築
峨瀬自治会―新築
並松自治連合会―修繕

（評価） ○

五百井自治会―修繕
新楓町自治会―修繕
高塚町自治会―増築及び修繕
法隆寺第３団地―修繕
稲葉車瀬自治会―新築（15年度か
らの繰越）

（評価） ○

幸進町･小林ハイツ自治会―修繕
神南自治会―修繕
紅葉ヶ丘自治会―修繕
幸前自治会―修繕
斑鳩荘苑自治会―修繕
西の山住宅自治会―修繕
南服部自治会、南興留第2自治会、
西里自治会―修繕（公共下水道接
続）

（評価） ○

高安西団地自治会―修繕
錦ヶ丘自治会―修繕（公共下水道
　接続）
紅葉ヶ丘自治会―修繕
旭ヶ丘自治会―修繕
斑鳩荘苑自治会―修繕（公共下水
　道接続）
南服部自治会―新築、改築

（評価） ○

様々な行政課題についての住民の自主的な学習
活動を支援するため、町職員の出前講座を実施
する。

総務課

出前講座の実施
引き続き実施。 開催講座数　３７件

健康づくりについて 26件
環境問題について 1件
高齢福祉・介護保険について 4件
消費生活相談について 4件
市町村合併について 1件
文化財について 1件

（評価） ○

開催講座数　５６件
健康づくりについて 30件
防災（地震対策）について 1件
高齢福祉・介護保険について 1件
消費生活相談について 1件
市町村合併について 21件
文化財について 1件
男女共同参画推進条例について 1
件

（評価） ○

開催講座数　33件
健康づくりについて 20件
防災（地震対策）について 8件
環境問題について 2件
消費生活相談について 1件
文化財について　1件
ＪＲ法隆寺駅周辺事業について 1
件

（評価） ○

開催講座数　35件
健康づくりについて　24件
福祉・介護保険等について　5件
法隆寺駅整備事業について　2件
埋蔵文化財について　2件
障害者自立支援法について　1件
公共下水道について　1件

町民対話集会　4回開催

（評価） ○

住民の広域的なコミュニティ活動を支援するため
、コミュニティバスを運行する。

総務課

コミュニティバスの
運行

引き続き実施。 １５年度実績　３７，８６０人
（１日あたり　１０５．２人）

（評価） ○

１６年度実績　３７，９８３人
（１日あたり　１０５．８人）

（評価） ○

１７年度実績　３９，１７８人
（１日あたり　１０９．１人）

（評価） ○

１８年度実績　４２，４９４人
（１日あたり　１１８．４人）

（評価） ○
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推進課題



住民参画による開かれた町政の推進1

情報公開の推進02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

情報公開制度の
見直し

平成１０年１０月より情報公開制度を設け、開かれ
た町政の推進に努めてきたが、情報の多様化、複
雑化に伴い、制度の充実が求められる。
そのためには、制度の利用しやすい環境を整備
することが必要であり、まず文書、電子文書の適
正な管理を行うと共に、公文書目録の電子化及
びネット上での目録の公開を行う等、将来インタ
ーネット等による電子申請、開示を見据えた準備
に取り組む。

01

総務課

情報公開制度の見
直し

平成17年度に
実施。

文書管理システムを構築し、文書
管理体制の整備を図る。

（評価） ○

文書管理システムにおける公文書
目録のデータの抽出機能の整備な
ど、インターネット上での目録公
開に向けた準備を行った。
文書目録データベースの整備

（評価） ○

文書目録データベースの整備、更
新及び文書管理システムにおける
公文書目録のデータの抽出機能の
整備など、インターネット上での
目録公開に向けた準備を行った。

（評価） ○

文書目録データベースの整備、更
新及び文書管理システムにおける
公文書目録のデータの抽出機能の
整備など、インターネット上での
目録公開に向けた準備を行った。

（評価） ○

審議会等の公開
の推進

審議会等の透明性を高めるとともに、町政への理
解と参加を推進するため、今後、他自治体の状況
も調査研究するなか、会議の公開などについて推
進する。

02

全課

審議会等の公開の
推進

平成16年度から
調査研究。

住民の関心の高い合併協議会の審
議内容等については、協議会だよ
りの配布、ホームページ掲載、窓
口閲覧等にて積極的に公開した。

（評価） ○

住民の関心の高い合併協議会の審
議内容等については、協議会だよ
りの配布、ホームページ掲載、窓
口閲覧等にて積極的に公開した。
また、12月に実施した合併の意思
を問う住民投票のために、全12回
の住民説明会を実施した。

（評価） ○

住民の関心の高い財政健全化検討
住民会議の審議内容について、ホ
ームページ、窓口にて議事録等を
閲覧できるようにして、積極的な
情報公開に努めた。

（評価） ○

引き続き、積極的な情報公開に努
めた。

（評価） ○

町政に関する積極
的な情報の提供、
わかりやすい情報
の提供

住民の方が、「いつでも」、「どこでも」必要な行政
情報が入手できるよう、町総合計画や分野別計画
といった町の施策・行政情報をはじめ、町議会情
報、施設の利用案内や各種行政サービスの制度
や手続き方法といった生活に密着した情報を、よ
りわかりやすい形で提供していくため、町ホーム
ページの再構築を行い、町政情報をわかりやす
い形で積極的に提供する。

03

企画財政課

町ホームページの
充実

平成15年度に
町ホームページ
再構築

12月に、ホームページのリニュー
アルを実施し、情報量を大幅に増
加させた。

（評価） ○

町政モニターアンケート調査で、
町ホームページのことを取り上げ
、町民の利用目的や要望の把握に
努めた。対応可能なものから随時
改善を行った。

（評価） ○

町政モニターアンケート調査で、
町ホームページについて取り上げ
、町民の利用目的や要望の把握に
努めた。各種申請用紙の記入例を
追加することで、利用者の利便性
を高めた。

（評価） ○

年度当初、各課に内容の点検を依
頼し、掲載内容の見直しをおこな
う。また、制度等による変更の随
時更新を行う。

（評価） ○

従来の広報とは別に、毎月の中旬に「お知らせ版
広報」を発行することにより、お知らせ情報をより
早く住民に提供する。また、通常の広報について
は、より詳しいまちの話題や行政情報を提供し、
紙面の充実を進める。

企画財政課

広報紙内容の充実
平成15年度から
実施。

お知らせ版広報（Ａ３両面）を４
月から毎月第２木曜日に発行した
。

（評価） ○

お知らせ版広報（Ａ３両面）を引
き続き毎月第２木曜日に発行した
。

（評価） ○

お知らせ版広報（Ａ３両面）を引
き続き毎月第２木曜日に発行した
。

（評価） ○

お知らせ版広報（Ａ３両面）を引
き続き毎月第２木曜日に発行した
。

（評価） ○

町行政の情報提供手段のひとつである広報紙は
、自治会加入者については自治会からの配布に
より提供しているが、自治会未加入者については
公共施設（役場内、町内３公民館、中央体育館、
いかるがホール等）から配布することで提供してい
る。しかし、自治会未加入者が増加の傾向にある
ため、町行政情報の提供手段としてホームページ
のリニューアルとあわせ公共施設以外の配布場
所を検討する。

企画財政課

広報紙配布の充実
平成15年度から
検討。

未着手

（評価） ×

広報を見る機会が増えるように、
町内病院、診療所の待合室等に、
閲覧用の広報綴を設置した。

（評価） ○

平成16年度に引き続き町内病院、
診療所の待合室等に閲覧用の広報
綴を設置した。

（評価） ○

引き続き町内病院、診療所の待合
室、金融機関に閲覧用の広報綴を
設置した。

（評価） ○

住民と行政のパートナーシップが一層重要になっ
てきているなか、行政のアカウンタビリティ（説明責
任）の観点から、住民意見を反映した施策展開を
すすめていくため、住民が施策や事業の必要性
等を判断できるよう行政事務事業評価の結果に
ついて、広報及びホームページ等にて公表を行う
。企画財政課

行政事務事業評価
結果の公表

平成15年度から
調査研究。

評価シートの改良及びシステムの
簡素化等の検討を行った。

（評価） ×

評価シートの改良及びシステムの
簡素化等の検討を行った。

（評価） ×

総合計画後期実施計画の進捗管理
調書に、事務事業評価的な要素を
取り入れることとし、事業の有効
性等を客観的に測ることのできる
「指標」と「目標値」を可能な限
り全事業に設定した。

（評価） △

総合計画後期実施計画の平成18年
度実績の進捗管理調書から、事務
事業評価的な要素を取り入れるこ
ととした。

（評価） △
集中改革プラン

対応項目
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



住民参画による開かれた町政の推進1

情報公開の推進02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

新たなメディアを
活用した広報の推
進

これまでにも、インターネットなど新しいメディアを
活用した広報手段の拡充に努めているが、今後
は、ホームページの一層の充実を図る。また、更
に多様な情報発信手段の活用の研究を行う。

04

企画財政課

新たなメディアを活
用した広報の推進

平成15年度から
調査研究。

12月に、ホームページのリニュー
アルを実施し、情報量を大幅に増
加させた。

（評価） ○

携帯電話公式サイトおよび、地上
デジタル放送「奈良のくらし・安
全情報」に斑鳩町の広報の主なイ
ベント情報等を掲載することを検
討した。

（評価） ○

携帯電話公式サイトおよび、地上
デジタル放送「奈良のくらし・安
全情報」に斑鳩町の広報の主なイ
ベント情報等を掲載した。

（評価） ○

携帯電話公式サイトおよび、地上
デジタル放送「奈良のくらし・安
全情報」に斑鳩町の広報の主なイ
ベント情報等を掲載した。

（評価） ○
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推進課題



住民ニーズに即応できる体制の整備2

組織機構の見直し01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

組織機構の見直し
窓口サービスにおける住民の利便性の向上を目
的とし、住民票、印鑑証明、税証明等諸証明の申
請・交付手続きや住民基本台帳異動に伴う国民
健康保険、国民年金等の申請手続きが１ヵ所でで
きる総合窓口の設置のために、各窓口担当課の
組織・機構の見直しを行う。

01

企画財政課

ワンストップサービ
スへの対応

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

リース期間満了済みの旧機器及び
庁内ネットワーク環境を更新し、
総合窓口システムを導入できる環
境を整備した。

（評価） △

先進地（愛知県西春町、岩倉市）
を視察し、総合窓口に対応した組
織・機構改革案を検討した。また
、総合窓口システムにかかる経費
を試算した。

（評価） △

先進地の状況を調査し、総合窓口
に対応した組織・機構改革案を検
討した。

（評価） △

地方分権の推進による自主的・主体的なまちづく
りへの対応と少子・高齢化、環境保全対策などの
新たな課題、高度化・多様化する住民ニーズに対
し、的確かつ柔軟に対応するために、組織・機構
の見直しを行う。

企画財政課

高度化・多様化す
る行政サービスへ
の対応

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

先進地（愛知県西春町、岩倉市）
を視察し、組織・機構改革案とし
て、現在の部・課・係の現行組織
を再編成して階層を少なくして組
織の単位を拡大し、フラットな組
織に組み替える、いわゆるグルー
プ制の導入について検討した。

（評価） △

先進地の状況を調査し、組織・機
構改革案を検討した。

（評価） △

部長の権限強化
部局内でのイベント等の業務の繁閑に応じた人
員配置等が可能になるよう、一定期間の兼職を発
令するなど一部人事権を部長に付与することの方
策について調査研究を行い、可能と思われるもの
から順次実施する。

03

総務課

人事権の強化
平成16年度から
調査研究。

（評価） －

イベントの規模・内容等により、
同一部内の職員を動員して実施し
ているものもある。

（評価） △

イベントの規模・内容等により、
同一部内の職員を動員して実施し
ているものもある。

（評価） △

イベントの規模・内容等により、
同一部内の職員を動員して実施し
ているものもある。

（評価） △

外郭団体の効率的運営02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

外郭団体の運営
の自立化

文化芸術の振興施策をより効率的、効果的に推
進するために、ボランティアホールスタッフ（住民）
によるホール運営の企画・実施を検討し、また、施
設稼働率の向上、市場原理を取り入れて、経営
の健全化を図る。

01

企画財政課

斑鳩町文化振興財
団の運営の自立化

平成15年度から
調査研究。

ボランティアホールスタッフの編
成に向け、調査、課題整理を行う
。

（評価） ○

ホールサポーターの募集を行う。

（評価） ○

応募者過少であったが、効果的な
運営をすることができた。さらに
多くの方の参画を求める継続した
取組を予定している。

（評価） ○

斑鳩町文化振興財団を斑鳩町文化
振興センターの指定管理者に指定
し、施設管理と文化振興事業を合
わせた一体的で効率的な、また、
質の高い運営を図った。

（評価） ○

地域福祉を推進する団体として、行政との役割分
担を明確化し、地域社会での役割を認識し、自主
性を高め、地域住民が抱えている問題に迅速・柔
軟に対応できるよう効率的、効果的な運営を進め
る。

福祉課

斑鳩町社会福祉協
議会の運営の自立
化

平成16年度から
検討。

（評価） －

第２次発展強化計画に基づき、事
務局機能の強化・財源の確保等、
地域に根差した社協運営を目指し
、これまで以上に地域住民の参画
と協働のために町社会福祉協議会
の周知と合わせ、住民会員制度を
平成17年度の実施に向け、検討中
。

（評価） △

第２次発展強化計画に基づき、事
務局機能の強化・財源の確保等、
地域に根差した社協運営を目指し
、これまで以上の地域住民の参画
と協働のために町社会福祉協議会
の周知と合わせ、住民会員制度を
実施した。

（評価） △

第２次発展強化計画に基づき、事
務局機能の強化・財源の確保等、
地域に根ざした社協運営を目指し
、これまで以上の地域住民の参画
と協働のために町社会福祉協議会
の周知と合わせ、住民会員制度を
実施した。

（評価） △
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推進課題



住民ニーズに即応できる体制の整備2

外郭団体の効率的運営02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

外郭団体の運営
の自立化

行政との役割分担を行い、自主性を高め、住民ニ
ーズに迅速・柔軟に対応できるよう効率的、効果
的な運営を進める。

01

観光産業課

斑鳩町観光協会の
運営の自立化

平成15年度から
調査研究。

行政と観光協会とで各種行事の役
割分担を行い、観光協会独自の行
事及び宣伝活動を実施している。

（評価） ○

行政と観光協会とで各種行事の役
割分担を行い、観光協会独自の行
事及び宣伝活動を実施している。

（評価） ○

観光協会による自主事業も展開し
ており、本年度末には指定管理者
として指定した。次年度より法隆
寺ｉセンター及び観光自動車駐車
場の指定管理者として管理運営を
行う。

（評価） ○

観光協会による観光客誘致活動及
び自主事業を展開している。また
、本年度より斑鳩の里観光案内所
及び斑鳩町観光自動車駐車場の指
定管理者として、管理運営を行っ
ている。

（評価） ○

外郭団体職員の
人材育成

外郭団体職員の意識改革と能力開発など人材の
育成を図るため、町職員との研修を合同で行う。02

総務課

外郭団体職員の人
材育成

平成16年度から
調査研究。

ホームページ作成研修では、斑鳩
町社会福祉協議会、斑鳩町観光協
会の職員についても、合同で受講
し、その能力向上を図った。

（評価） ○

未実施

（評価） ×

未実施

（評価） ×

未実施

（評価） ×

外郭団体に対する
町の関与方針の
策定

外郭団体は、文化、福祉、観光等の社会的なニ
ーズに柔軟に対応するため、行政の補完的組織
として重要な役割を果たしてきているところである
が、社会経済情勢の変化等に的確に対応して常
に事業内容や組織などの検討をおこない、積極
的にその運営の改善を図ることが求められている
。そのようなことから、外郭団体に対する町の関与
のあり方を明らかにするとともに、その健全経営を
促進するため、町の関与方針を策定する。

03

企画財政課
全課

外郭団体に対する
町の関与方針の策
定

平成18年度から
検討。平成20年
度に策定。

（評価） － （評価） － （評価） －

先進地の状況を調査した。

（評価） △
集中改革プラン

対応項目

窓口サービス等の向上03

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

住民を温かく迎え
るさわやかな役所
づくりの推進

庁舎内及び各施設の窓口サービスの向上をはか
るため平成14年度に住民満足度調査を実施し、
住民の評価を受け改善に向けて取組んでいる。
今後、住民のニーズに対応した行政サービスの
提供を行うため、定期的に住民満足度調査を行う
。

01

企画財政課

住民満足度調査の
実施

平成18年度に
実施。

（評価） － （評価） － （評価） － （評価） －

緊急・救急電話や火災、地震、台風といった緊急
時の対応や保育園・幼稚園・学校、福祉サービス
、水道といった生活情報などの行政情報をわかり
やすくまとめた行政ハンドブック（外国語版）の作
成を行う。
英語、スペイン語、ポルトガル語作成済み。

企画財政課

行政ハンドブック（
外国語版）の作成

平成15年度朝
鮮語の作成。

行政ハンドブック（朝鮮語）の作
成。

（評価） ○

行政ハンドブック（英語、スペイ
ン語、ポルトガル語、朝鮮語）の
見直し。

（評価） ○ （評価） －

配布件数等考慮して、行政ハンド
ブック（英語、スペイン語）の修
正版を作成。

（評価） ○
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住民ニーズに即応できる体制の整備2

窓口サービス等の向上03

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

住民を温かく迎え
るさわやかな役所
づくりの推進

（仮称）総合福祉会館のオープンと同時に福祉会
館内に基幹型在宅介護支援センターを移し、在
宅介護支援センター（在介）職員が中心となって
高齢福祉サービスに関する申請や相談業務を行
う。

01

福祉課

在宅介護支援セン
ターの役割の強化

（仮称）総合福
祉会館オープン
後に実施。

町社会福祉協議会に社会福祉士と
看護師を配置し、基幹型として運
営を委託するほか、地域型として
第二慈母園の在介センターにも運
営を委託し、在宅の要援護高齢者
や家族等の総合的な相談に応じて
いる。
　相談件数　福祉協議会　440件
　　　　　　第二慈母園　171件

（評価） ○

町社会福祉協議会に社会福祉士と
看護師を配置し、基幹型として運
営を委託するほか、地域型として
第二慈母園の在介センターにも運
営を委託し、在宅の要援護高齢者
や家族等の総合的な相談に応じて
いる。
　相談件数　福祉協議会　458件
　　　　　　第二慈母園　276件

（評価） ○

町社会福祉協議会に社会福祉士と
看護師を配置し、基幹型として運
営を委託するほか、地域型として
第二慈母園の在介センターにも運
営を委託し、在宅の要援護高齢者
や家族等の総合的な相談に応じて
いる。
　相談件数　福祉協議会　329件
　　　　　　第二慈母園　532件

（評価） ○

介護保険制度の改正により、廃止
し、新たに地域包括支援センター
を設置した。

（評価） －

ふれあい交流センターいきいきの里の利用者の
増加を図るために、施設運営を見直しを検討する
。まず、風呂の利用時間の延長を一定期間試行
的に実施し、その効果を調査する。

福祉課

ふれあい交流セン
ターの運営の見直
し

平成15年度試
行的に実施し、
見直しの検討。

７月・８月・９月の３ヶ月間、入
浴時間を１時間近く延長するが、
利用者増にはつながらない。
4～6月　平均利用者　109人/1日
7～9月　平均利用者　114人/1日
10～3月 平均利用者　122人/1日
この結果から平成16年度以降は、
通常通りの時間で行う。

（評価） ◎ （評価） － （評価） －

入浴者の時間帯での動向を調べ、
入浴時間について検討を行ったが
、具体的なところまでには至って
いない。

（評価） △

町内に居住する外国人向けに、分かりやすい「ご
みの分け方、出し方」の冊子を作成する。英語・ス
ペイン語･ポルトガル語・朝鮮語を作成予定。

環境対策課

外国語版「ごみの
分け方、出し方」の
作成

平成17年度から
実施。

未実施

（評価） ×

未実施

（評価） ×

未実施

（評価） ×

未実施

（評価） ×

住民課窓口カウンターをローカウンターに改善し
、端末を設置する。お客様と対面の窓口応対によ
り、書類の発行を円滑に進め、待ち時間の短縮を
図り、親切丁寧な窓口サービスを提供する。

住民課

ローカウンターの
設置

平成15年度から
調査研究。平成
17年度実施。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手。
総合窓口設置時に、ローカウンタ
ー対応することを検討している。

（評価） ×

未着手。
調査研究

（評価） ×

現在、図書資料収集から利用者への提供まで、
約１ヶ月かかっており、この期間短縮のために、作
業期間等の検討を行い、購入の迅速化を推進す
るためのシステムを構築する。

生涯学習課

希望図書資料提供
の迅速化

平成15年度から
調査研究。

本の選定について、見本本をみて
選ぶ選定方法を廃止し、リスト選
定のみとし、これにより業者が新
規に開発した装備システム（ﾊﾞｰｺｰ
ﾄﾞﾗﾍﾞﾙの添付作業の機械化等）を
利用できることになり、発注から
納品の期間まで平均約２週間に短
縮された。

（評価） ◎ （評価） － （評価） － （評価） －

障害者福祉における相談支援等の体制を強化す
るために、専門的な知識を持つ職員の設置を検
討する。

福祉課

障害者福祉相談支
援等の体制の強化

平成15年度から
調査研究。

保健師を役場窓口に配置した。ま
た職員が国の障害者ケアマネジメ
ント従事者指導者研修に参加し、
相談支援の技術、知識の向上を図
り、障害者に対する相談支援に努
めた。

（評価） ○

障害者ケアマネジメント従事者養
成研修に参加し、相談支援の技術
、知識の向上を図り、障害者に対
する相談支援に努めた。

（評価） ○

障害者ケアマネジメント従事者養
成研修に参加し、相談支援の技術
、知識の向上を図り、障害者に対
する相談支援に努めた。

（評価） ○

西和７町で協議した結果、障害者
の相談支援事業を事業者（相談支
援専門員を配置）に委託し、障害
者に対する相談支援の充実に努め
た。

（評価） ◎
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推進課題



住民ニーズに即応できる体制の整備2

窓口サービス等の向上03

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

窓口サービスの利
便性の向上

住民サービスを受けることができる窓口を新規に
設置し、住民が身近に窓口サービスを受けられよ
うにする。また、夜間対応が可能な場所について
は、受付時間の延長を検討する。

02

住民課

住民票の写し等各
種証明書発行窓口
の新規設置

平成15年度町
内３郵便局にて
各種証明書発
行の委託開始。

平成15年６月より竜田・法隆寺・
斑鳩興留の３郵便局窓口で住民票
の写し、印鑑証明書、納税証明書
等の交付を開始。
（取扱い件数）
　竜田郵便局　　　１５６件
　法隆寺郵便局　　１１５件
　斑鳩興留郵便局　２１８件

（評価） ○

引き続き３郵便局窓口での証明書
等の交付をおこなった。
（取扱い件数）
　竜田郵便局　　　１７５件
　法隆寺郵便局　　　９８件
　斑鳩興留郵便局　２１６件

（評価） ○

役場内の証明書等自動交付機の土
日祝日の取扱い時間を、夕方５時
までから、夜８時までに延長した
。また引き続き３郵便局窓口での
証明書等の交付をおこなった。
（郵便局取扱い件数）
　龍田郵便局　　　１１７件
　法隆寺郵便局　　　６９件
　斑鳩興留郵便局　１７６件

（評価） ○

引き続き３郵便局窓口での証明書
等の交付をおこなった。
（取扱い件数）
　竜田郵便局　　　　９７件
　法隆寺郵便局　　　６２件
　斑鳩興留郵便局　１１８件

（評価） ○

行政情報化の推進04

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

総合行政ネットワ
ーク（ＬＧＷＡＮ）等
の整備

電子政府・電子自治体構築のための情報通信基
盤となる総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡＮ）の構築
を行うとともに国における行政手続きオンライン化
三法（行政手続きオンライン化法、整備法、公的
個人認証法）に対応した整備をおこなう。

02

企画財政課

総合行政ネットワ
ーク（ＬＧＷＡＮ）等
の整備

平成15年度から
実施。

ＬＧＷＡＮの整備を実施。･公的個
人認証サービスの開始。

（評価） ○

行政文書交換システムの開始。

（評価） ○

奈良県情報ハイウェイへの接続。

（評価） ○

ＬＧＷＡＮサービス提供設備ＵＰ
Ｓバッテリの交換

（評価） ○

地理情報システム
の構築

統合型地理情報システムの構築を行い、上・下水
道をはじめとした地下埋設物や道路情報などの
適確な把握と各種情報の高度利用を図るため、
全庁的な地図情報を中心とした情報の共有化（
一元化）を行う。

06

企画財政課

地理情報システム
の構築

平成16年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手。
地域情報化計画策定のなかで検討
を行う。

（評価） ×

未着手。
導入にかかる多額な経費負担が課
題である。

（評価） ×

防災システムの構
築

災害時における的確な状況把握と避難誘導情報
の提供、さらには、２次災害の予測等による被害
最小化を図るため、防火水槽、消火栓、避難所、
緊急輸送路等、及び独居老人、障害者等の災害
弱者を地理情報システムに取り組み、また各種情
報の収集、提供などを行う防災システムの構築を
検討する。

07

総務課

防災システムの構
築

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

防災システム構築のための基本シ
ステムを調査

（評価） ○

デジタル防災マップソフトの導入
・消防水利のデータ化
　（防火水槽、消火栓）

（評価） ○

緊急時非常招集メールシステム構
築のための研究・打合せ

（評価） ○

道路台帳システム
の構築

道路台帳のシステム化を行い、明示、占用等の情
報を盛りこみ、道路台帳の有効活用を図る。08

建設課

道路台帳システム
の構築

平成15年度から
調査研究。

調査研究

（評価） ○

平成18年度中の導入に向けて調査
研究

（評価） ○

平成22年度の道路台帳管理システ
ムの運用開始に向けて調査研究

（評価） ○

平成22年度の道路台帳管理システ
ムの運用開始に向けて調査研究

（評価） ○
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



住民ニーズに即応できる体制の整備2

行政情報化の推進04

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

議会会議録検索シ
ステムの構築

行政サービス向上と行政運営の効率化を図り、庁
内ネットワークの整備と情報の共有化を進めるた
め、システムの費用対効果やコスト面について調
査、研究を行う。

09

議会事務局

本会議等会議録検
索システムの調査・
研究

平成１７年度ま
で調査・研究、１
８年度以降導入
検討。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手。
町ホームページの容量等の問題も
あり、ホームページにリンクさせ
る形で新しい検索システムを導入
する必要がある。今後、県や他市
のシステムも参考に、会議録検索
システムの導入に向けた調査・研
究を行なう。

（評価） ×

会議録検索システムの内容、導入
費用、経費等について、調査・研
究を行った。今後、会議録検索シ
ステムの導入に向けた検討を行な
う。

（評価） ○

施設予約及び文
化情報システムの
構築

インターネットを利用した公共施設の空き情報検
索や施設予約ができる公共施設案内予約システ
ムを構築するとともに、住民票や印鑑証明、税証
明等の申請・届出手続きのオンライン化に関する
調査・研究を行い、２４時間ノンストップサービスの
実現を図る。

10

企画財政課

公共施設案内予約
システム・申請・届
け出システムの構
築

平成15年度から
調査研究。

未着手。
県、県内市町村において、共通す
る申請、届け出が数多くあり、共
同でシステムの研究開発をするこ
とを予定しているため。

（評価） ×

県電子自治体推進協議会にて、県
、県内市町村協同による研究開発
を進めている。次年度より予算措
置を開始する。

（評価） ○

県内で汎用受付システムの共同開
発、試行実施が進みつつあるもの
の、斑鳩町では、町内公共施設と
総合行政ネットワーク（ＬＧＷＡ
Ｎ）を結ぶ地域イントラが未整備
のため、実施には至っていない。

（評価） △

昨年度に引き続き、奈良県電子自
治体推進協議会において、汎用受
付システムの共同開発を行った。

（評価） △

住民が豊かで充実した生活を営むうえで必要とな
る芸術文化及び生涯学習に関する様々な情報（
イベント・講座、施設、教材・教具、団体グループ
、指導者・講師・ボランティア、資格・試験、相談窓
口）を総合的、体系的に整理し、身近な場所で手
軽に入手することができる生涯学習情報システム
の構築を検討する。生涯学習課

生涯学習情報シス
テムの構築の検討

平成15年度から
検討。

未着手

（評価） ×

地域情報化計画のなかでさらに検
討を加える。

（評価） △

実施する体制が整えば、直ちに導
入を図りたい。(地域情報化計画及
び全県的なﾈｯﾄﾜｰｸの構築)

（評価） △

公民館の予約システムの導入を検
討

（評価） △
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推進課題



新しい時代に対応できる施策の抜本的見直し3

事務事業の見直し01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

福祉給付制度の
見直し

介護保険事業計画の見直しに合わせて、斑鳩町
在宅ねたきり老人介護手当支給条例・施行規則
で定めている支給要件の見直しを行なう。

02

福祉課

高齢者福祉におけ
る給付制度の見直
し

平成17年度に
見直し。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

見直しについて検討

（評価） ×

見直しについて検討

（評価） ×

重度心身障害者等福祉年金の対象者及び金額
を見直し、支援の必要性の高い施策へ転換でき
ないか検討する。

福祉課

重度心身障害者等
福祉年金の見直し

平成15年度から
検討。

他町の対象者及び金額（月額）を
調査した。

（評価） △

検討中

（評価） ×

対象者について検討

（評価） ×

対象者について検討

（評価） ×

人権地区別懇談
会の開催方法の
検討

毎年開催している地区別懇談会は参加者も少な
く、また固定化しており、事業効果等からその開
催方法について、町内全自治会が一巡する平成
１８年度を目途に検討する。

03

生涯学習課

人権地区別懇談会
の開催方法の検討

平成18年度を目
途に見直し。

未着手

（評価） ×

平成17年で町内を一巡することか
ら見直しを検討した。平成１７年
度は、近隣市町村の実施状況も参
考に具体的な方法を検討する。

（評価） △

地区別懇談会を見直し、年８回の
人権セミナーとして開催する。

（評価） ◎

地区別懇談会に替えて人権セミナ
ーを開催した
平日　６日
土曜　１日
日曜　１日

（評価） ◎

幼・保一元化の実
施

幼児教育等調査研究会において幼児教育・保育
の課題及び取組み、幼稚園と保育園の連携及び
協力、幼児教育・保育における教員等の研修、そ
の他幼児教育・保育について必要な事項につい
て調査・検討を行う。

04

福祉課
教育委員会総務課

幼・保一元化の実
施

引き続き調査、
検討を実施。

幼稚園教諭の保育園研修として、
町立保育園での保育を直接体験す
ることにより、幼稚園教諭の資質
向上をはかるとともに、幼稚園・
保育園の人的交流を深め、お互い
の保育・教育の一層の充実を図る
。
幼稚園教諭４人が２日間実施。

（評価） ○

幼稚園教諭の保育園研修として、
町立保育園での保育を直接体験す
ることにより、幼稚園教諭の資質
向上をはかるとともに、幼稚園・
保育園の人的交流を深め、お互い
の保育・教育の一層の充実を図る
。
幼稚園教諭３人が２日間実施。

（評価） ○

幼稚園教諭の保育園研修を見直し
た。研修テーマを「異学年交流保
育」「乳幼児保育」から選択し、
３日間同じクラスで研修。最終日
に幼稚園教諭によるデモ授業を行
い、相互研修を図った。
幼稚園教諭２人が３日間実施。

（評価） ○

「認定こども園」についての検討
を行うとともに、保育時間の延長
・拡大の検討など、幼・保一元的
な視点による幼稚園運営の見直し
について調査・研究を行った。
また、幼稚園教諭２人が保育園研
修３日間実施。

（評価） ○

環境保全推進の
ための事業の見直
し

ごみ収集の効率化・迅速化を図るため、斑鳩町廃
棄物の減量及び適正処理並びに環境美化に関
する条例に基づき、ステーション化を図る。

05

環境対策課

ごみ収集のステー
ション化

平成15年度から
実施。

１３５自治会ステーション化

（評価） ○

１３６自治会ステーション化（１
３８自治会中）

（評価） ○

１４０自治会ステーション化（１
４２自治会中）

（評価） ○

１４２自治会ステーション化(１４
４自治会中）

（評価） ○

廃棄物関係法令に基づき、住民に理解と協力を
求めながら、ビニールごみの再資源化を図る。

環境対策課

ごみ減量化・資源
化の推進

平成17年度から
実施。

（評価） －

ビニールごみのリサイクル処理に
向け、調査研究。

（評価） △

平成１７年１０月よりその他プラ
スチック類として、リサイクル処
理開始

（評価） ◎

その他紙製容器包装類のモニター
回収を実施し、町全域での回収に
向けて問題・課題を掘りおこした
。

（評価） ○
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推進課題



新しい時代に対応できる施策の抜本的見直し3

事務事業の見直し01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

環境保全推進の
ための事業の見直
し

本庁舎、保健センターを適用範囲として認証取得
したＩＳＯ１４００１について、他の公共施設、出先
機関を適用範囲内に加え、更に人にやさしい地
球にやさしいまちづくりを進める。

05

環境対策課

ＩＳＯ１４００１適用
範囲の拡大

平成15年度から
調査研究。

役場内での活動を充実させるため
、サイトの拡大は行なわないこと
に決定。

（評価） ○ （評価） －

マネジメントレビューにおいて、
平成１８年度第３四半期より水道
庁舎を運用範囲に加えるよう指示

（評価） △

平成１８年１０月よりＩＳＯ適用
範囲に加え､三井浄水場（上下水
道部）を運用範囲とした。

（評価） ○

小・中学校連携教
育の実施

各小・中学校において委員を組織し、斑鳩町にお
ける小・中学校連携教育のあり方を研究し、実践
する。

06

教育委員会総務課

小・中学校連携教
育の実施

平成15年度に
組織し、調査研
究を行う。

奈良県教育委員会の教育特区検討
委員会に参加。斑鳩町小中一貫教
育研究会を設置（平成15年度10回
開催。調査研究会委員の先進地視
察）。平成16年度教育研究開発実
施希望調書（小中学校を通じた体
系的な教育課程の編成）を申請し
たが、結果として認可が得られな
かった。

（評価） ○

斑鳩町小中一貫教育調査研究会を
開催（平成16年度13回）。研究部
・斑鳩部（総合学習・生き方）・
英会話部・交流部に分かれ、不登
校児童生徒の追跡調査、小学校に
おける英会話授業の研修・小中学
校間の交流・体験入学の実施、平
成17年度以降の教材選定などを行
った。

（評価） ○

研究を継続しながら、平成17年度
から実践を開始。郷土を愛する教
育の推進をはかるため、副読本を
購入して「道徳」学習を実践した
。また、英語によるｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力
の育成をはかるため、小学４～６
年生で英会話授業を導入。さらに
、小学校・中学校の児童生徒の交
流行事を実施した。

（評価） ○

英会話教育、道徳（生き方）教育
、小中交流事業を柱に小中連携教
育の実践を行いながら、調査・研
究に継続して取り組んでいる。

（評価） ○

入札事務処理の
簡素化

１．起工から契約に至る事務処理の流れを一本化
（システム化）することにより起工段階で工事番号
、工事名称、工事場所、路線名、工期などが入札
通知書、閲覧図書、開札録、入札結果公表書に
自動的に反映できるシステムを構築する。
２．設計図書の電子化を検討する。
３．郵便による入札を試行。

08

企画財政課

入札事務の事務処
理の簡素化

平成15年度郵
便入札試行。

１．入札データのシステム化は、
可能な範囲まで、汎用ソフトを使
い実施した。
２．未着手
３．郵便入札の実施　　　８件

（評価） ○

１．入札データのシステムは、随
時可能な範囲で、改良を行ってい
る。
２．未着手
３．郵便入札の実施　　２０件

（評価） ○

１．入札データのシステムは、随
時可能な範囲で、改良を行ってい
る。
２．図面等の電子化が容易なもの
について、検討中。
３．郵便入札の実施　　１４件

（評価） ○

１．入札データのシステムは、随
時可能な範囲で、改良を行ってい
る。
２．図面等の電子化が容易なもの
について一部試行
３．郵便入札の実施　　２４件

（評価） ○

図書館システムの
見直し

平成９年の図書館開館以来、図書館システムに
ついては、いかるがホール図書館と３公民館図書
室とＬＡＮを構築し、リアルタイムの図書検索が可
能となっている。しかし、３図書室の利用が予測を
大幅に下回っているので、ＬＡＮ構築の必要性の
是非も含めて、システムのあり方を検討し、経費縮
減を図る。

09

生涯学習課

図書館システムの
見直し

平成20年度から
実施。

（評価） － （評価） －

平成１９年にＰＣリース期間が切
れるので、新システムを導入し、
事務の効率化と経費の節減を図る
。

（評価） ○

平成１９年度末にＰＣリースが切
れることから、新システムの導入
を検討し、事務の効率化と経費の
節減を図る。

（評価） ○

外部委託等の推進02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

民間事業者への
委託

循環型社会形成に向けてのごみの細分化に伴い
、ごみ収集の更なる効率化・再資源化を図るため
、収集の一部若しくは全部の委託化を検討する。

01

環境対策課

ごみ収集業務の委
託

調査研究 未実施

（評価） ×

未実施

（評価） ×

正規職員（清掃員）の退職状況を
みながら、今後、検討することと
する。

（評価） ×

進捗なし

（評価） ×
集中改革プラン

対応項目
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



新しい時代に対応できる施策の抜本的見直し3

外部委託等の推進02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

民間事業者への
委託

小学校・中学校給食の調理・洗浄業務を委託して
効率化をはかる。業務委託は、調理員（正規職員
）の退職数にあわせて順次実施する。
なお、献立作成は従来どおり学校栄養士が行い、
食材の購入は従来どおり各学校で行う。

01

教育委員会総務課

学校給食調理業務
の委託

平成19年度から
一部実施。

給食調理業務の委託について、調
査研究方法を検討

（評価） △

県内先進地である橿原市へ視察を
実施（平成17年１月27日）。平成
17年度給食運営委員会で検討を要
請。

（評価） ○

学校給食の調理・洗浄業務を民間
委託することを検討し、運営委員
会等に説明。平成１９年度に１校
を民間委託導入を決定。

（評価） ○

平成１９年度に斑鳩南中学校で学
校給食の調理・洗浄業務を民間委
託することとし、保護者用パンフ
レットの配布、調理等作業基準の
策定等の準備作業をすすめた。平
成１９年１月に入札を実施し、受
託会社（株）シンエイフードと契
約を締結した。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

小学校においては、一部用務員業務を委託して
いるが、中学校、幼稚園を含めて、その委託範囲
の拡大を検討する。

教育委員会総務課

学校用務員業務の
委託

長期計画 西小学校と東小学校にて、用務員
業務をシルバー人材センターに委
託している。

（評価） △

新たに西幼稚園において、用務員
業務をシルバー人材センターに委
託した。

（評価） ○

斑鳩西小学校、斑鳩東小学校、斑
鳩西幼稚園で用務員業務の委託を
続行。今後も用務員の退職にあわ
せて、導入拡大の方向。

（評価） ○

斑鳩小学校・斑鳩西小学校、斑鳩
東小学校、斑鳩西幼稚園で用務員
業務の委託を続行。今後も用務員
の退職にあわせて、導入拡大の方
向。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

保育所の給食業務を外部委託等できるか調査し
、その実施について検討する。

福祉課

保育所給食業務の
外部委託等の検討

平成16年度から
調査、検討。

（評価） －

給食調理業務の委託について、調
査研究。

（評価） △

奈良県下の保育所給食調理業務の
委託実施状況の調査や民間給食調
理業者からの費用見積等を取寄せ
現在調査研究中。

（評価） △

奈良県下の保育所給食調理業務の
委託実施状況の調査や民間給食調
理業者からの情報等を収集し現在
調査研究中。

（評価） △
集中改革プラン

対応項目

レセプトの管理、過誤等の点検、個人ファイリング
等を外部委託し、より正確な管理による事務の効
率化を図り、重複受診の早期発見による医療費
の削減に努める。

健康推進課

レセプト点検の委
託の検討

平成16年度から
検討。

（評価） －

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×
集中改革プラン

対応項目

重度身体障害者移動支援事業における運転業
務の民間のタクシー会社等への委託を検討する
。

福祉課

移動支援事業の民
間への委託

平成15年度から
検討。

支援費制度が開始当初で障害者へ
の支援が未経験の事業所が多く、
また、近隣において移動支援を委
託できる事業所がなく未着手。

（評価） △

当面、導入は見合わせる。

（評価） × （評価） － （評価） －
集中改革プラン

対応項目

健康づくり施策、検診業務等について、事業委託
が可能な業務の検討を行う。

健康推進課

健康づくり施策、検
診業務等の委託

平成15年度から
検討。

事業委託が可能な業務の検討を行
い、骨密度測定業務を委託するこ
ととする。

（評価） △

骨密度測定業務を委託し年３回（
２２７人）実施した。委託するこ
とでデーター処理速度が速くなり
一人あたりの時間短縮ができた。
測定に係る専門スタッフがいるた
め職員はきめ細かな住民対応がで
きた。

（評価） ○

乳児健診を町内の医療機関に委託
した。子どもの体調などを考慮し
、都合の良い時期に健診受けられ
る体制づくりができた。
乳がん検診にマンモグラフィー検
査を導入し、業務を委託し実施し
た。

（評価） ○

乳児健診を委託することにより、
子どもの体調にあわせ健診を受け
やすい体制となり定着してきた。
また、予防接種においても体調の
良い時に受けられるよう医療機関
に委託している。さらに基本健康
診査やがん検診においても医療機
関や業者に委託することで受診し
やすい体制づくりにつとめた。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



新しい時代に対応できる施策の抜本的見直し3

外部委託等の推進02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

住民団体等への
委託

公共施設の住民団体等による管理運営などがお
こなえる仕組みづくりを実施する。
（１）効果的な管理・活用の推進
（２）主体的な住民参加を促進し、住民と行政協働
によるまちづくりの推進

02

企画財政課
全課

住民団体等への事
業委託の検討

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

未着手

（評価） ×

新たに、住民団体にも公の施設の
管理委託ができる「指定管理者制
度」が導入され、住民団体等への
指定を検討したが、実施には至っ
ていない。

（評価） △

未着手

（評価） ×
集中改革プラン

対応項目

補助金等の見直し03

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

負担金の見直し
町が支出している負担金の整理合理化を図る。
（１）協議会等への加盟の必要性、負担割合の妥
当性の見直し。
（２）会議等出席者負担金の必要性、出席人数の
妥当性の見直し。

02

企画財政課
全課

負担金の見直し
平成16年度から
実施。

太子ゆかりの地交流事務担当者会
議負担金　30,000円 → 10,000円
県海外協会会費　6,000円 → 0円
東海南海連絡道推進期成同盟会負
担金　　10,000円 → 6,000円
奈良県戸籍住民事務協議会北和連
絡会　　91,000円　→　57,000円
西和地区水道事業職員連絡協議会
負担金　80,000円 → 60,000円

（評価） △

西和地区水道事業職員連絡協議会
負担金　60,000円 → 50,000円
郡山土木管内工事主任者会
　50,000円　→　0円

（評価） △

西和地区水道事業職員連絡協議会
負担金　50,000円 → 30,000円
道路整備促進期成同盟会負担金
　84,000円 → 68,000円
歴史的地区環境整備街路事業推進
協議会負担金
　50,000円 → 40,000円
大和川関係の２協議会の統合によ
る見直し　52,000円→38,000円

（評価） △

奈良県戸籍住民事務協議会
43,000円　→　30,000円
郡山土木協議会負担金見直し
35,000円→20,000円

（評価） △
集中改革プラン

対応項目

広域行政の推進04

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

圏域内の連携強
化

広域的に企画調整または処理することが適切な
事務事業について、市町村間の事務の委託、機
関の共同設置等の検討を行う。

01

全課

事務の共同化の推
進

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手。
一部事務組合を設置し、広域で実
施している事務事業もあるが、新
たなものについては進んでいない
。

（評価） ×

地域生活支援事業の相談支援事業
及びＮＰＯ等による福祉有償運送
について、その方策等を協議する
協議会運営事務を広域で実施した
。また、奈良県後期高齢者医療広
域連合を設置した。

（評価） ○
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



経営感覚に立脚した行財政システムの確立4

定員及び給与の適正化01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

定員管理の適正
化

図書館の業務量は増えており、現行の常勤・臨時
職員及び非常勤職員の要員・予算枠の中で現在
の業務量を消化するために、量的に多く反復の
要素が大きい下記の業務を中心に非常勤職員を
効率的に導入する。
①返却された図書資料を書架に戻す作業
②直接購入及び寄贈資料の整理
③サービスポイントへの図書資料集配業務
④貸出の延滞者に対する督促事務
⑤他機関への相互貸借事務

01

生涯学習課

図書館における非
常勤職員の導入

①は平成12年
度に実施済。③
は平成15年度
から実施。その
他は平成15年
度から検討し、
随時実施。

３公民館図書室への図書集配業務
を、（社）斑鳩町シルバー人材セ
ンターへ委託した。

（評価） ○

①～⑤のような業務を非常勤職員
及び臨時職員に振り分け、業務の
効率化と経費の削減を図った。

（評価） ○

①～⑤のような業務を非常勤職員
及び臨時職員に振り分け、業務の
効率化と経費の削減を図った。

（評価） ◎

昨年度に引き続き、図書館業務を
非常勤職員及び臨時職員に振り分
け、業務の効率化と経費の削減を
図った。

（評価） ◎
集中改革プラン

対応項目

昇給制度について
の検討

国、県及び他の市町村や民間企業の給与をより
反映した給与水準に合わせていく。また、職員の
勤務実績、業績による新給与制度の導入を行い
、加点主義、成果主義に基づく人事評価システム
については、平成１８年度の公務員制度改革を見
据えながら取り組んでいく。

02

総務課

給与の適正化
平成16年度から
調査研究。

（評価） －

職員の給与については、人事院勧
告を反映した水準としている。な
お、新給与制度の導入については
、今後の公務員制度改革を見据え
ながらの取組みとなる。

（評価） ○

職員の給与については、本年度も
人事院勧告に準拠した給与として
いる。また、勤務実績を反映させ
る新給与制度の導入については、
今後の国、他の先進地市町村を調
査・研究し実施する。

（評価） ○

職員の給与については、本年度も
人事院勧告に準拠し、新給与制度
の導入を行った。なお、勤務実績
の給与への反映については、公平
性の確保の観点から、国及び先進
地を調査・研究し実施する。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

財政の健全化02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

中・長期的な財政
運営指針の策定

中・長期的な視点に立った義務的経費及び経常
的経費の抑制をはじめ、全般的な事務事業費の
見直し等を通じ、健全で安定的な財政運営を推
進するため、中・長期的な財政運営指針を策定し
、財政構造の改革に取り組む。

01

企画財政課

中・長期的な財政
運営指針の策定

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

財政健全化検討住民会議の報告を
踏まえて平成１８年度に財政健全
化計画を策定。

（評価） △

景気回復や制度改正による税収の
変化や大型事業の見直しなどの検
討に時間を要したため、財政健全
化計画の策定に遅れが生じた。

（評価） △

経常経費等の一部の経費について、各部へ枠配
分を行い、各部での予算編成を検討する。

企画財政課

予算編成の各部へ
の移譲

平成15年度から
調査研究。

積み上げ方式により編成

（評価） ×

積み上げ方式により編成

（評価） ×

ＪＲ法隆寺駅周辺整備等の大型事
業を実施中であることから、従来
どおり積み上げ方式で編成

（評価） △

ＪＲ法隆寺駅周辺整備等の大型事
業を実施中であることから、従来
どおり積み上げ方式で編成

（評価） △

教育環境の整備、充実を図るため、大規模改造、
耐震補強事業を計画的に実施する。

教育委員会総務課

施設、設備など教
育環境の整備、充
実

平成15年度から
実施。

斑鳩小学校（南館）校舎耐震補強
工事完了。

（評価） ○

斑鳩中学校（本館）１次耐震診断
済。平成17年度から斑鳩小学校（
北館）実施設計を行う。同じく（
中館）の２次耐震診断を行う。

（評価） ○

斑鳩小学校北館の耐震補強計画・
実施設計を行った。斑鳩小学校中
館の２次耐震診断を行った。

（評価） ○

斑鳩小学校北館の耐震補強工事を
行った。斑鳩小学校中館の耐震補
強計画・実施設計を行った。また
、斑鳩中学校本館・北館の耐震２
次診断を行った。

（評価） ○
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



経営感覚に立脚した行財政システムの確立4

財政の健全化02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

町税収納策の効
率的な推進

（１）口座振替の推進
金融機関等窓口で、申請用紙等設置し推進を図
っているところであるが、さらに現年度納期内納付
の推進を図るため、窓口納付時などに口座振替
を啓発する。
（２）滞納防止の充実
滞納処分の前提として、地方税法の内容記載を
充実するとともに、滞納者が注意する体裁をとる。
また、催告書の記載内容については、段階的に
厳しい内容とする。
（３）納税者の信頼を得られる自己啓発
住民（納税者）に信頼と理解を得るために、常に
効果的な接遇（挨拶の励行・配慮ある接遇・迅速
かつ的確な事案処理）と個人情報の保護（書類管
理の徹底・事務室内の整理整頓）、事務改善（問
題意識をもっての業務遂行）に努める。

02

税務課

納付環境の整備
平成15年度から
実施。

１．窓口納付時に振替納税のしお
りを配布。
 加入率 38.15％（前年比+0.62）
２．調査研究
３．奈良地区税務協議会を通じて
の研修等に参加

（評価） △

１．窓口納付時に振替納税のしお
りを配布。
 加入率 38.94％（前年比+0.79）
２．従来の督促及び現年催告状の
文面の中に滞納処分の前提として
根拠税法等を記載して注意を促し
た。
３．奈良地区税務協議会を通じて
の研修等に参加

（評価） ○

１．窓口納付時及び納税通知時に
振替納税のしおりを配布。
 加入率38.74％（前年比-0.2％）
２．多様な催告文書による対応･多
様な滞納者に対し、画一的な催告
書ではなく、実情に応じた催告を
行った。
３．奈良地区税務協議会を通じて
の研修等に参加。

（評価） ○

１．窓口納付時に振替納税のしお
りを配布
加入率38.94％(対前年度+0.2％)
２．奈良県税事務所、指定金融機
関、委託電算会社に対し、コンビ
ニ収納の導入について実情調査等
を実施
３．奈良地区税務協議会を通じて
の研修等に参加

（評価） ○

税負担の公平性を確保するためには、税務関係
法例に精通することが肝要であり、税務職員一人
ひとりが、努力するとともに、迅速かつ的確に事務
を処理する。

税務課

税務関係法規の修
得

平成16年度から
実施。

（評価） －

・奈良地区税務協議会、税務署を
通じての研修等に参加

（評価） ○

・奈良県徴収支援対策事業の活用
・奈良地区税務協議会、税務署を
通じての研修等に参加

（評価） ○

・奈良地区税務協議会、税務署を
通じての研修等に参加

（評価） ○

インターネット公売や県内市町村で合同不動産
公売などを行い、積極的な滞納整理を行う。

税務課

積極的な滞納整理
の実施

平成18年度から
実施

（評価） （評価） （評価）

①県税事務所及び県内市町村との
合同公売の実施
　土地　１件
　（税充当額　1,135,400円）

②インターネット公売に係る委託
契約の締結

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

使用料、手数料等
の見直しと新たな
収入源の検討

町職員等の自動車駐車場の有料化を検討する。
03

総務課
企画財政課

町職員駐車場の有
料化

平成15年度から
検討。

・斑鳩町職員駐車場運用細則を制
定
・斑鳩町職員互助会規約の一部改
正

（評価） ○

平成16年４月から、本庁東西職員
駐車場使用料徴収実施。
（3,000円／月）

（評価） ○

平成17年４月からは、本庁東西職
員駐車場使用料徴収に加えて、各
出先機関においても使用料徴収を
開始した。（3,000円／月）

（評価） ○

平成17年度の内容を継続実施した
。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

斑鳩の里を発祥の地とする伝統芸能への関心を
高め地元の方々が斑鳩文化の象徴として受け継
ぎ、民衆芸能に親しむ機会を設けるため開催して
いる観月祭の開催費用負担として入場料を徴収
する。

観光産業課

観月祭入場料の徴
収

平成15年度から
実施。

従来無料であった観月祭を有料化
することにより、能楽を見る環境
を整え、町の財政的な負担を軽減
した。
　入場料　1,000円
　入場者　　255名

（評価） ○

昨年と同様に実施。
　入場料　1,000円
　入場者　　232名

（評価） ○

昨年と同様に実施。
　入場料　1,500円
　（前売り　1,000円）
　入場者　　382名

（評価） ○

昨年と同様に実施。
　入場料　1,500円
　（前売り　1,000円）
　入場者　　521名

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



経営感覚に立脚した行財政システムの確立4

財政の健全化02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

使用料、手数料等
の見直しと新たな
収入源の検討

道路等占用料について、近隣市町村の調査、類
似団体との比較を実施し、その調査結果に沿って
各課での見直しを実施する。

03

建設課

道路等占用料の見
直し

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

近隣の状況確認を行った。

（評価） △

法定外公共物の占用料徴収状況に
ついて近隣の状況確認を行った｡

（評価） △

近隣市町と比較した結果適正であ
ると判断し、当面現状維持とする
。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

がん検診等の応益負担を検討する。

健康推進課

検診料金の見直し
平成15年度から
検討。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

乳がん検診や子宮がん検診の実施
方法の変更に伴い、近隣市町の検
診等の自己負担料金について調査
した。

（評価） △

各種がん検診の実施に伴い、近隣
町村の健診方法や自己負担額につ
いて調査を行った。

（評価） △
集中改革プラン

対応項目

ふれあい交流センターいきいきの里の利用者の
増加を図るために、施設使用料の見直しを検討
する。

福祉課

ふれあい交流セン
ターの使用料の見
直し

平成16年度に
検討。

（評価） －

浴場使用料の見直しについて検討
し、設置条例を改正した。

（評価） ○

斑鳩町内の方が利用しやすいよう
、浴場使用料について、町内利用
者を100円下げ、町外利用者を100
円上げた。

（評価） ◎ （評価） －
集中改革プラン

対応項目

広報紙、コミュニティバス、町ホームページなどの
町の公共物に有料広告掲載を募集し、広告料を
徴収する。

企画財政課

広告料収入の確保
平成18年度から
調査・研究

（評価） （評価） （評価）

要綱及び基準の策定を行い、平成
19年6月号広報より掲載開始に向け
て募集等の準備を行った。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

財政の健全化の
推進

調整手当及び特殊勤務手当等の各種手当につ
いて、手当本来の趣旨を踏まえ、社会情勢と他市
町村の状況も見ながら、随時、廃止や時限的な減
額も含めて見直しを図る。

04

総務課

職員給与の縮減
平成17年度から
実施。

（評価） （評価）

町長10％、助役７％、収入役・教
育長５％の給料及び部長２％、課
長１％の管理職手当を削減した。
職員の県内出張に伴う日当を廃止
した。
特殊勤務手当の一部廃止について
検討した。

（評価） ○

町長15％、助役12％、収入役・教
育長10％の給料及び部長３％、課
長２％、課長補佐１％の管理職手
当の削減、特殊勤務手当の一部廃
止（５種類）を実施した。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目
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◎：計画に基づき実施し、概ね完了　　○：計画に基づき実施しているが、事業の内容・性格等から継続的な実施が必要　　△：計画に基づき実施しているが、課題等があり計画内容が未達成　　×：未着手　　－：評価の対象外

推進課題



経営感覚に立脚した行財政システムの確立4

公共工事コストの縮減03

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

比較設計の充実
建築工事について、経済的な設計を行うため、実
施設計に先立って予備設計委託を行うなど、従
来にもまして構造形式や施工方法等を比較検討
し、最適な方法を選択する。

02

都市建設部
上下水道部

比較設計の充実
平成15年度から
調査研究。

実施設計時に各種工法を検討し、
コストを比較している。

（評価） ○

実施設計時に各種工法を検討し、
コストを比較している。

（評価） ○

各工事路線ごと実施設計時に、各
種の工法を、コスト比較及び現場
条件等を検討した。

（評価） ○

実施設計時に各種工法を検討し、
現場条件を考慮する中でコスト比
較を実施。

（評価） ○

プレキャスト化の
推進（規格品・汎
用品の活用）

プレキャスト製品の使用により、型枠、鉄筋等の現
場作業を軽減し、効率化を図る。03

都市建設部
上下水道部

プレキャスト化の推
進（規格品・汎用品
の活用）

平成15年度から
調査研究。

従来、重力式が一般であった擁壁
に対して、プレキャストＬ型擁壁
を用いた。
下水道人孔をプレキャスト化し、
組み立て人孔を採用した。

（評価） ○

現場打ち三面張り水路についても
、プレキャストＵ型側溝を用いた
。
下水道人孔をプレキャスト化し、
組み立て人孔を採用。

（評価） ○

従来、現場打ちが一般的であった
側溝においてプレキャストＵ型側
溝を採用することにより効率化を
図った。
下水道人孔をプレキャスト化し組
み立て人孔を採用。

（評価） ○

側溝においてプレキャストＵ型側
溝を採用することにより効率化を
図った。
下水道人孔をプレキャスト化し組
み立て人孔を採用。

（評価） ○

新工法、新技術の
積極的採用

コスト縮減に有効な新工法、新技術の導入につい
ては、専門的な検討作業の委託を行い、十分検
討して、積極的な活用を図る。

04

都市建設部
上下水道部

新工法、新技術の
積極的採用

平成15年度から
調査研究。

推進工法において、長距離工法又
はカーブ工法を採用することで、
立坑を削減し、工期を短縮するこ
とにより、コスト縮減に努めた。

（評価） ○

推進工法において、長距離工法又
はカーブ工法を採用することで、
立坑を削減し、工期を短縮するこ
とにより、コスト縮減に努めた。
また、下水道では、取付け管の施
工時に有効な後付け支管を認め推
奨する。耐震用として推進工法時
に取付け可能なマンホール用可と
う継ぎ手を設計に採用している。

（評価） ○

推進工法において、長距離工法又
はカーブ工法を採用することで、
立坑を削減し、工期を短縮するこ
とにより、コスト縮減に努めた。
また、公共下水道の主要幹線築造
工事において、交通規制の影響、
地質状況、等の現場条件を検討し
ミニシールド工法を採用し実施。

（評価） ○

推進工法において、長距離工法又
はカーブ工法を採用することで、
立坑を削減し、工期を短縮するこ
とにより、コスト縮減に努めた。
また、公共下水道の主要幹線築造
工事に、シールド工法と推進工法
を組み合わせ、コスト低減した工
法を採用し発注した。

（評価） ○

発生残土の有効
利用と再生材の活
用

建設発生土の工事間流用の促進、購入土の削減
のためのストックヤードの検討及び整備を推進す
る。また、工事設計においては、建設副産物のリ
サイクルを進める、また、リサイクル製品の使用に
努めることにより環境負荷量の低減を図り、社会
的コストの縮減に努める。

05

都市建設部
上下水道部

発生残土の有効利
用と再生材の活用

平成15年度から
調査研究。

建設副産物の流用等に関する作業
部会を開催し、建設発生土の工事
間流用を行い、又、ストックヤー
ドについても検討した。リサイク
ル製品についても、再生アスファ
ルトや再生クラッシャーランを使
用した。

（評価） ○

建設副産物の流用等に関する作業
部会を開催し、建設発生土の工事
間流用を行い、又、ストックヤー
ドについても検討した。リサイク
ル製品についても、再生アスファ
ルトや再生クラッシャーランを使
用した。

（評価） ○

建設副産物の流用等に関する作業
部会を開催し、建設発生土の工事
間流用を行い、又、ストックヤー
ドについても検討した。リサイク
ル製品についても、再生アスファ
ルトや再生クラッシャーランを使
用した。

（評価） ○

建設副産物の流用等に関する作業
部会を開催し、建設発生土の工事
間流用を行い、又、ストックヤー
ドについても検討した。リサイク
ル製品についても、再生アスファ
ルトや再生クラッシャーランを使
用した。

（評価） ○

測量設計委託基
準の策定

内部測量設計基準として、座標等を必要としない
簡易な平面、水準、縦横断測量作業、国土交通
省標準設計を適用できる構造物・比較的小規模
な構造物の設計作業等の直接作業が可能な範
囲の基準を策定する。

06

都市建設部
上下水道部

測量設計委託基準
の策定

平成15年度から
調査研究。

座標等を必要としない簡易な平面
、水準、縦横断測量や設計作業等
は、対応可能なものにおいて、直
営で行った。

（評価） ○

座標等を必要としない簡易な平面
、水準、縦横断測量や設計作業等
は、対応可能なものにおいて、直
営で行った。

（評価） ○

座標等を必要としない簡易な平面
、水準、縦横断測量や設計作業等
は、対応可能なものにおいて、直
営で行った。

（評価） ○

座標等を必要としない簡易な平面
、水準、縦横断測量や設計作業等
は、対応可能なものにおいて、直
営で行った。

（評価） ○
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経営感覚に立脚した行財政システムの確立4

公共施設の効果的運営04

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

公共施設の整備
における複合・併
設の推進

公共施設の整備に際しては、具体的な整備計画
のなかで、施設の複合化等について検討する。01

企画財政課

公共施設の整備に
おける複合・併設
の推進

平成15年度から
調査研究。

新規該当事業なし

（評価） －

新規該当事業なし

（評価） －

新規該当事業なし

（評価） －

（仮称）総合福祉会館は、地域包
括支援センター、保健センター、
社会福祉協議会、ホームヘルプサ
ービスステーションなど１箇所に
集約し、多様な機能を備えた施設
とした。

（評価） ○

貸館施設の有効
利用の推進

公民館、いかるがホール等の貸し館施設につい
て、利用効率の向上を図るため、受付期間、場所
等の拡大やＰＲの強化など、有効な利用方策を検
討する。そのため、利用の申し込み方法、利用状
況等の情報提供、利用調整の公平化の方法、開
館日、開館時間、利用目的、委託推進等を総合
的に調整・改善するため検討会議［（仮）施設総
合調整検討連絡会議］を設置する。

02

企画財政課

貸館施設の有効利
用の推進

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

未着手

（評価） ×

未着手。
指定管理者制度による施設の管理
の効果を検討してから、実施する
。

（評価） ×

未着手。
指定管理者制度による施設の管理
の効果を検討してから、実施する
。

（評価） ×

ＰＦＩ方式の導入の
検討

公共施設の整備・維持管理費等を民間の資金・
経営能力を活用して実施するＰＦＩ方式について
は、平成１１年７月に法律が制定され、わが国に
おいても庁舎や駐車場の建設等において事例が
見られる。事業の執行手法としては、契約方法や
効率性の検証などについて未成熟であり課題も
多いが、厳しい経済状況下における社会資本の
整備の一方策として注目されていることから、実際
に斑鳩町の施設整備等において導入することに
ついて検討する。

05

企画財政課

ＰＦＩ方式の導入の
検討

平成15年度から
調査研究。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

ＰＦＩ方式の他に、民間の経営能
力を活用する方法として、新たに
指定管理者制度が導入されたこと
により、本制度の導入を検討した
。

（評価） △

（仮称）総合福祉会館については
、ＰＦＩ方式も検討したが、民間
の経営能力を活用する方法として
、新たに導入された指定管理者制
度を採用することとした。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

指定管理者制度
の導入

平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法
律が施行され、地方公共団体が設置する「公の施
設」の管理について、従来の管理委託制度に替
わり、指定管理者制度が導入されたことから、斑
鳩町の「公の施設」においても、管理・運営の効果
的、効率的な運用、利便性、住民サービスの向上
に向けて、その導入を検討する。

06

企画財政課
全課

指定管理者制度の
導入

平成17年度に
制度運用方針
の策定。平成18
年度一部施設
導入。

（評価） － （評価） －

斑鳩町文化振興センター、斑鳩の
里観光案内所、斑鳩町観光自動車
駐車場の３施設について、管理方
法を従来の管理委託制度から指定
管理者制度へ移行した。

（評価） ○

引き続き、斑鳩町文化振興センタ
ー、斑鳩の里観光案内所、斑鳩町
観光自動車駐車場の３施設につい
て、指定管理者制度を導入し、施
設運営を行った。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目
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新時代に対応した組織機構を支える人材の育成5

行政能率と人材育成01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

政策形成型研修
の充実

自治体経営などの視点から、政策形成研修を充
実する。02

総務課

政策形成型研修の
充実

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

市町村管理組合主催の「市町村行
政・政策課題別研修」（1名）及び
「市町村職員政策形成研修」（1名
）へ参加。（1名）

（評価） ○

市町村管理組合主催の「市町村職
員政策形成研修」（1名）へ参加。

（評価） ○

市町村管理組合主催の「市町村行
政・政策課題別研修」(1名)、「政
策形成研修」(1名)へ参加。

（評価） ○

管理職研修の充
実

管理職等の目標管理意識の醸成とシステム作り
のため、管理職研修を実施する。03

総務課

管理職研修の充実
平成16年度から
調査研究。

（評価） －

市町村管理組合主催の「市町村管
理者研修」（1名）及び「市町村課
長補佐研修」（1名）へ参加。

（評価） ○

市町村管理組合主催の「市町村管
理者研修」（1名）及び「市町村課
長補佐研修」（1名）へ参加。

（評価） ○

市町村管理組合主催の「市町村管
理者研修」(1名)及び「市町村課長
補佐研修」(1名)へ参加。

（評価） ○

階層別研修課程
の見直し

各職位に応じた能力開発を図るための研修科目
等を見直し、効果的な階層別研修を実施する。04

総務課

階層別研修課程の
見直し

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

市町村管理組合主催の「市町村管
理者研修」（1名）・「市町村課長
補佐研修」（1名）・「市町村係長
研修」（1名）へ参加。

（評価） ○

市町村管理組合主催の「市町村管
理者研修」（1名）・「市町村課長
補佐研修」（1名）・「市町村係長
研修」（1名）へ参加。

（評価） ○

市町村管理組合主催の「市町村管
理者研修」(1名)・「市町村課長補
佐研修」(1名)・「市町村係長研修
)(1名)・「中堅職員研修」(1名)へ
参加。

（評価） ○

民間派遣研修の
実施

サービス精神や効率性の考え方などを学ぶため
、民間企業への実務派遣研修を実施する。05

総務課

民間派遣研修の実
施

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

質の高い行政サービスを提供する
ためには、役場内では得られない
専門性や多様な経験を有する人材
が必要である。
今後も引き続き検討を進める。

（評価） △

質の高い行政サービスを提供する
ためには、役場内では得られない
専門性や多様な経験を有する人材
が必要である。
自衛隊研修等、今後も引き続き検
討を進める。

（評価） △

自衛隊派遣研修等、今後も引き続
き検討し、実施する。

（評価） △

専門職員研修の
実施

行政分野の専門的かつ総合的な知識を習得させ
るため、各課で研修の充実を図る。06

全課

専門職員研修の実
施

平成15年度から
調査研究。

・市町村アカデミー研修へ参加
・障害者ケアマネジメント従事者
養成研修へ参加
・水道技術管理者研修受講
・公営企業会計システム決算セミ
ナーへ参加
・下水道事務職員養成講習会・下
水道排水設備講習会等へ参加

（評価） ○

・市町村アカデミー研修へ参加
・介護保険初任者研修会、介護保
険認定調査研修会へ参加。
・地方公営企業財務会計講習会へ
参加
・日本下水道事業団管理専科・下
水道事務セミナー等へ参加

（評価） ○

・市町村アカデミー研修へ参加
・ｅラーニングによる情報セキュ
リティ研修を受講
・介護保険現任者研修会、介護保
険認定調査研修会へ参加
・特別支援コーディネーター研修
へ参加

（評価） ○

・介護保険現任者研修会、地域保
健関係職員研修会へ参加
・特別支援コーディネーター研修
へ参加

（評価） ○

時代に応じた教育や豊かな心を育む教育をすす
めるため、教職員の資質の向上に努める。

教育委員会総務課

教職員の資質の向
上

平成15年度から
検討。

各種研究会に参加し、教職員の資
質向上に努めた。

（評価） ○

障害児教育が「特別支援教育」へ
転換されており、斑鳩町教育委員
会で特別支援教育研究地域の指定
申込を行った。これにより平成17
年度から、小中学校各１名の教員
が特別支援教育コーディネーター
研修を県教育研究所で受講し、学
校全体での障害児教育の取組みの
ありかた等について学ぶ予定。

（評価） ○

特別支援コーディネーター研修を
小中学校各１名が受講し、各学校
で特別支援コーディネーターの指
名を受けた。

（評価） ○

特別支援コーディネーター研修を
幼稚園各１名が受講し、各園で特
別支援コーディネーターの指名を
受けた。また、特別支援コーディ
ネーター連絡会議を設置し、幼稚
園・小学校・中学校・町教委が連
携しながら特別支援教育の推進に
取り組んでいる。

（評価） ○
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新時代に対応した組織機構を支える人材の育成5

行政能率と人材育成01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

目標管理制度の
導入

目標管理制度の導入にあたっては、全ての事務
事業について達成すべき目標を定めてその管理
を行うことにより、町政の計画的かつ効率的な執
行を確保し、職員の能力開発を促すため、次の３
つの視点に特に配慮する｡
①基本計画を踏まえた、組織全体での計画的な
行政運営をすすめる。（企画部門）
②職員の能力・伸長を含む自己実現を狙いとす
る（総務部門）。
③職場全体で施策・事務事業のスクラップ・アンド
ビルドの徹底を図り、予算編成に反映し、最小の
経費で最大の効果をあげる。（財務部門）

07

総務課
企画財政課

目標管理制度の導
入

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

長期的かつ総合的な観点で職員の
能力開発を効果的に推進するため
、平成16年4月に「斑鳩町人材育成
基本方針」を制定した。

（評価） △

組織としての目標を明確にするた
めに、総合計画・後期実施計画に
おいて、可能な限り多くの事務事
業に数値目標を設定した。

（評価） △

総合計画・後期実施計画において
、数値目標を設定した事務事業の
進捗管理を、平成18年度実績から
おこなうこととした。

（評価） △

昇任試験制度の
再構築

本来は資格試験であるが競争試験制度的なもの
になっている。また、受験者が少ないため全体の
レベルアップが阻害される要因になることも考えら
れることから、試験制度そのものの見直しを図る。

08

総務課

昇任試験制度の再
構築

平成16年度から
調査研究。

（評価） －

各職員の能力や実績を的確に把握
し、人事に反映させられる制度の
整備が不可欠であることから、現
在、先進地の事例等調査している
。

（評価） △

各職員の能力や実績を的確に把握
し、人事に反映させられる制度の
整備が不可欠であることから、前
年度に引き続き、国の制度改革及
び先進地の事例等調査している。

（評価） △

国の人事制度改革及び先進地の事
例等調査している。

（評価） △
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行政評価システムの確立6

政策評価制度02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

政策評価の確立
計画的な行財政運営に向け、第３次総合計画の
中間見直し時期を目途に、政策評価について、
総合計画の推進管理や重点施策などの政策展
開、予算編成、組織･機構の整備等、町政のあら
ゆる分野において、反映・活用できる制度の確立
を図る。

01

企画財政課

政策評価の確立
平成17年度を目
途に制度の確立
。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

事務事業評価の確立後に政策評価
の確立を目指すため、現在は調査
研究中である。

（評価） △

事務事業評価の確立後に政策評価
の確立を目指すため、引き続き調
査研究中である。

（評価） △
集中改革プラン

対応項目
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公営企業等の健全な運営7

水道事業01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

（仮称）水道事業
計画の作成

水道施設の諸整備・財政の健全化等を考慮した
長期的な計画をもって、良質で安定した水道水を
供給するため、（仮称）水道事業計画を策定する
。

01

上水道課

水道事業運営の充
実

平成15年度に
検討し、平成16
年度に策定。

未着手

（評価） ×

水需要が伸びないなかで、老朽施
設の更新資金をどうするかという
課題のなか、計画的な投資を行い
将来にわたり健全で安定的な水道
経営を目指すため、長期的（概ね
30年後）な財政推計を行い、概ね
10年後までの水道事業運営方針を
策定した。

（評価） ◎ （評価） － （評価） －

経営の効率化と財
政の健全化

効率化経営を前提として、中長期の財政収支計
画を策定するなかで、従来の起債依存型の長期
金利負担構造から脱却し、必要投資のための自
己資本を拡充することにより、財政収支の安定供
給を確保し、健全な財政構造へと改善する。

02

上水道課

財務構造の健全化
平成15年度に
計画策定。

平成26年度までの財政推計表を作
成した。

（評価） ○

配水設備で上水安全対策事業２件
、老朽管更新事業４件、公共下水
道築造工事７件、公共受託工事７
件で管延長2,968ｍの工事を実施し
た。

（評価） ○

配水設備で上水安全対策・管路近
代化事業３件、老朽管更新事業５
件、公共下水道築造工事１２件、
公共受託工事６件で管延長5,680ｍ
の工事を実施した。

（評価） ○

配水設備で管路近代化事業３件、
老朽管更新事業８件、公共下水道
築造工事７件、公共受託工事３件
で管延長4,360ｍの工事を実施した

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

水道管路図の総括管理を行うことにより、配水施
設整備等の業務を効率的に進めるため、水道管
路情報システムの導入を図る。

上水道課

水道管路情報シス
テムの構築

平成15年度、平
成16年度で構
築し、平成17年
度から運用。

町内の配水施設の現地調査を行い
、導水管・送水管・配水管の約135
㎞のデジタルデータ化を実施した
。

（評価） ○

町内の給水装置の現地調査を行い
、約9,600戸のデジタルデータ化を
実施した。

（評価） ○

平成16年度配水管竣工図面・新規
給水装置更新データの精査を行っ
た。

（評価） ○

平成17年度配水管竣工図面・新規
給水装置のデータ更新を実施した
。

（評価） ○

安定供給システム
の構築

水道施設を効率的かつ経済的に運営し、渇水や
水圧の均等化等に対応するため、中・長期の管
網整備計画を策定するとともに、工事関連図面や
台帳の総括管理を行うマッピングシステムの導入
により効率的かつ安定的な給配水システムを構築
する。

03

上水道課

安定供給システム
の構築

平成15年度、平
成16年度に検
討し、平成17年
度計画策定。

水道管路情報システム構築に着手
した。

（評価） ○

水道管路情報の現況調査を完了し
た。

（評価） ○

システム構築に必要な工事関連図
面・維持管理用データの更新を行
った。

（評価） ○

システム構築に必要な工事関連図
面・維持管理用データの更新を行
った。

（評価） ○

石綿管・老朽管の更新事業を計画的にすすめ、
効率的かつ安定的な給配水を図る。

上水道課

石綿管・老朽管の
更新

平成14年度から
計画的に実施。

石綿管・老朽管の更新を行った。
（延長776ｍ）

（評価） ○

石綿管・老朽管の更新を行った。
（延長953ｍ）

（評価） ○

石綿管・老朽管の更新を行った。
（延長1,509ｍ）

（評価） ○

石綿管・老朽管の更新を行った。
（延長2,062ｍ）

（評価） ○

浄水場点検マニュアルを作成し、浄水場・取水井
戸等施設の適切な運営管理に努める。

上水道課

浄水場・取水井戸
等施設の適切な管
理運営

平成15年度から
実施。

浄水場点検マニュアルを作成

（評価） ◎ （評価） －

取水量確保のため、各取水井戸を4
年間で1回の整備をする計画を作成

（評価） ○

取水量確保のため、各取水井戸を4
年間で1回整備する計画により、3
つの取水井戸を整備

（評価） ○
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推進課題



公営企業等の健全な運営7

水道事業01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

安定供給システム
の構築

渇水、震災、突発事故等、あらゆる危機管理を想
定し、非常時の水管理を適切に行うため、渇水対
策施策の拡充及び災害対策計画の策定を検討
する。

03

上水道課

危機管理対策の充
実

平成16年度に
検討し、平成17
年度に実施。

未着手

（評価） ×

上水道災害応急復旧活動実施計画
書及び浄水場事故及び災害マニュ
アルを策定した。　　　　　　　

（評価） ◎

災害応急復旧活動実施計画に基づ
き、給水バッグ（1000L）を4個、
ポリパック（10L）を1,300袋、仮
設給水栓　6台の器材を購入。

（評価） ○

災害応急復旧活動実施計画に基づ
き、非常用給水バッグ（1000L）を
5台、プラスチック給水タンク（
500L）を1台、ポリパック（10L）
を1,000袋を購入。

（評価） ○

節水型社会を目指した中・長期の水需要予測を
策定し、渇水に強く、良質な水を安定的に供給す
るため、全庁的な取組みのなかで、水循環システ
ムや節水対策・水質保全意識の高揚による、水の
高度利用社会の実現を目指す。

上水道課

水問題対策との調
整

平成17年度に
検討。

未着手

（評価） ×

給水人口の減少に伴う給水量の減
少が予想されることから、経営上
において県営水道からの受水費、
渇水による自己水確保等の総合的
な計画を作成するために、中・長
期的な平成41年度までの水需要予
測を作成した。

（評価） ◎ （評価） － （評価） －

住民サービスの質
と量の向上

住民にとってわかりやすく、迅速・親切に対応でき
、常時性と即時性がより効率的に発揮されるよう、
全職員が一丸となってサービスを提供し、さらに
不断水修理等の最新技術の導入を図る。

04

上水道課

住民本位体制の確
立

平成16年度に
検討。

できる限り不断水修理に努めると
ともに、周辺住民への広報に努め
ている。

（評価） △

できる限り不断水修理に努めると
ともに、周辺住民への広報に努め
ている。

（評価） △

できる限り不断水修理に努めると
ともに、周辺住民への広報に努め
ている。

（評価） △

できる限り不断水での修理に努め
るとともに、周辺住民への広報に
努めている。

（評価） △

事業経営について、公開性と透明性を高め、住
民が納得するサービスを提供し、理解を得ながら
住民と共に水道事業の健全な発展を図るため、
積極的な広報活動を行う。また、水道事業経営委
員会の設置を検討する。

上水道課

広報・広聴制度の
拡充

平成18年度から
実施。

水道財政、水質管理、水質結果等
の情報提供を行なっている。

（評価） ○

水道事業懇話会を設置した。

（評価） ◎

水道事業懇話会を開催した。

（評価） ○

水道財政、水質管理、水質結果等
の情報提供を行っている

（評価） ○

料金収納整理の見直し（常習滞納者解消強化）
及び収納機会の拡充（口座振替、郵便局収納）に
より収納率及びサービスの向上を図る。

上水道課

収納制度の改善・
効率化

平成15年度から
実施。

新規使用者への口座振替の推進

（評価） ○

新規使用者への口座振替の推進
滞納者への休日徴収の実施

（評価） ○

新規使用者への口座振替の推進
滞納者への休日徴収の実施

（評価） ○

新規使用者への口座振替の推進、
滞納者に対する休日徴収の実施

（評価） ○

水質基準に対応した安全な飲料適格水となるよう
、小規模受水槽を使用している住民への安全指
導等を実施する。また、老朽管の取り替えを推進
していくとともに、浄水場の管理点検マニュアルを
作成し適切な運営を行う。

上水道課

安全な飲料水の供
給体制の確立

平成15年度から
実施。

小規模受水槽使用者への、文章に
よるお知らせを実施した。
老朽管取替を実施した。
（延長776ｍ）
浄水場管理点検マニュアルを作成
した。

（評価） ○

小規模受水槽使用者への、文章に
よるお知らせを実施した。
老朽管取替を実施した。
（延長953ｍ）
水質検査計画を作成した。

（評価） ○

小規模受水槽使用者への、文章に
よるお知らせを実施した。
老朽管取替を実施した。
（延長1,509ｍ）
水質検査計画を作成した。

（評価） ○

小規模受水槽使用者に対するお知
らせを実施した。
老朽管の取替を実施した。
（延長2,062ｍ）
水質検査計画を作成した。

（評価） ○
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公営企業等の健全な運営7

水道事業01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

人と組織の活性化
住民サービスの向上及び業務効率を図るため、
担当職務の遂行能力を高めることはもとより、基礎
的な住民対応能力育成強化などについて研修等
を通じ、意識改革を図る。

05

上水道課

企業職員としての
意識改革及びレベ
ルアップに向けた
研修等の充実

平成15年度から
実施。

水道技術等の研修や企業会計研修
への参加

（評価） ○

水道技術等の研修や企業会計研修
への参加

（評価） ○

水道技術等の研修や企業会計研修
への参加

（評価） ○

水道技術等の研修や企業会計研修
への参加

（評価） ○

職員の勤労意欲と勤務実績が適正かつ公平に評
価され、社会的妥当性の観点や社会情勢の変化
に対応し、住民からも理解と納得が得られるよう、
相互チェックシステムの働く勤務評定制度の確立
に努める。

上水道課

効率的かつ、お客
様本位の経営体制

平成17年度に
検討。

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

未着手

（評価） ×

下水道事業02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

公共下水道の普
及促進

平成１４年１２月議会において、下水道条例・規則
等の議決を得、平成１５年４月より施行しており排
水設備指定工事店を設定し、早い時期から技術
者の教育を徹底するとともに行政と住民のパイプ
役となるよう指導をおこなう。
　条例・規則の施行により加入金・使用料金の設
定、接続申請の手順等の公共下水道接続に関す
る情報を説明会開催、パンフレット作成・配布、ホ
ームページ・広報誌掲載等により住民に提供する
。

01

下水道課

下水道供用開始に
向けての水洗化の
促進

平成15年度から
水洗化のＰＲを
行う。

供用開始に伴い水洗化促進パンフ
レットを作成し説明会で配布した
。整備済みの28自治会を対象に供
用開始の説明会を実施。
　対象戸数　1,782戸
　出席人数　876人
　出席率　　49％

（評価） ○

平成15年度に説明会を実施した地
区について平成17年3月31日に供用
開始。今後、整備工事予定地区に
ついて順次説明会を実施。

（評価） ○

平成１７年３月３１日に公共下水
道の整備完了区域について供用を
開始、水洗化の普及促進に努めて
いる。
（平成１７年度末）
供用開始面積　　　　９２ha
開始区域人口　６，０３５人
接続人口　　　２，２１８人　

（評価） ○

整備完了区域の供用を開始し、水
洗化の普及に努めている。

（平成１８年度末）
供用面積　　　１１０ha
普及人口　７，０２４人
接続人口　４，２１１人

（評価） ○

適切な使用料の設
定

下水道会計が安易な一般会計からの繰入に依存
することのないように、経費の節減等事務事業の
合理化を図り、適切な使用料を設定する。

02

下水道課

適切な使用料の設
定

平成17年度供
用開始後、３年
毎に評価及び
見直し。

供用開始前

（評価） －

供用開始前

（評価） －

平成１５年４月１日に施行した町
下水道条例により平成１７年３月
３１日から使用料金の運用を開始
した。使用料金と維持管理の状況
を把握し今後、検討を行う。

（評価） ○

使用料金と一般繰入金の状況を把
握。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目

財政計画の明確
化

中・長期的な視点に立って経営の健全化を図る
ため、中期経営計画を策定し、また、企業会計手
法の研究を行う。

03

下水道課

財政計画の明確化
平成20年度に
中期経営計画を
策定。

公共下水道台帳システムを構築し
、水洗化状況を把握する。

（評価） △

資産台帳を作成し、経営について
検討資料とする。

（評価） ○

供用開始したことから、収支状況
の把握を行い、中期経営計画を策
定し経営について検討する。

（評価） ○

収支状況の把握を行い、中期経営
計画を策定し経営について検討す
る。

（評価） ○
集中改革プラン

対応項目
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公営企業等の健全な運営7

土地開発公社03

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

経営の健全化
長期保有地の計画的処分を目的に、国の経営健
全化目標に従って、事業用地の処分を計画的に
進める。また、都市計画道路代替用地の積極的
な処分を行う。
　新たな土地の取得については、「公有地の拡大
の推進に関する法律」を踏まえ、先行取得対象事
業の早期実現を促進し、概ね３年を目途に公社
保有地の処分を図る。

01

企画財政課

経営の健全化
平成17年度を目
途に公社保有
地保有額（H15
末に保有する土
地の内、保有期
間が5年以上の
もの）を標準財
政規模の10％
以下にする。

・集会所用地処分
　処分額　7,827千円
・都市計画道路事業用地の一部精
算
　精算額　41,700千円
平成15年度末保有額
　　　　　　　　1,876,750千円
標準財政規模との比率　34.81％

（評価） △

・都市計画道路代替用地の処分
　処分額　194,417千円
・都市計画道路事業用地の精算
　精算額　109,429千円
平成16年度末保有額
　　　　　　　　1,723,485千円
標準財政規模との比率　32.23％
公社の経営健全化計画(第２次)
Ｈ17.3経営健全化団体の指定申請

（評価） △

・都市計画道路代替用地等の処分
　処分額　　　69,457千円
・事業用地の処分
　処分額　　366,891千円
平成17年度末保有額
　　　　　　　1,417,775千円
標準財政規模との比率　26.61％
公社の経営健全化計画(第２次)
Ｈ17.3経営健全化団体の指定申請

（評価） △

・都市計画道路代替地の処分
　処分額　　73,977千円
・事業用地の処分
　処分額　　96,316千円
平成18年度末保有額
　　 　　1,271,792千円
標準財政規模との比率　24.65％
公社の経営健全化計画(第２次)
Ｈ17.3経営健全化団体の指定申請

（評価） △
集中改革プラン

対応項目
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特別会計の堅実な運営8

国民健康保険事業特別会計01

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

健康施策の充実
による医療費の抑
制

国保特会での人間ドック費用助成の他、「健康い
かるが２１」に基づく保健事業の促進、国保医療
利用の分析等を通じて医療費の増加を抑制する
。

02

健康推進課

保健事業の展開、
医療利用状況の分
析

平成15年度から
実施。

国保特会での人間ドック費用助成
の実施、一般会計では各種ガン検
診、成人病検診の実施、また、健
康についての啓発事業を実施した
。国保医療費分析を行い保健事業
実施の資料とした。

（評価） △

国保特会での人間ドック費用助成
の実施、一般会計では各種ガン検
診、成人病検診の実施、また、健
康についての啓発事業を実施した
。国保医療費分析を行い保健事業
実施の資料とした。

（評価） △

国保特会での人間ドック費用助成
の実施、一般会計では各種ガン検
診、成人病検診の実施、また、医
療費情報を活用した保健事業研修
会に参加し、効果的な事業展開に
ついて検討した。

（評価） △

国保特会での人間ドック費用助成
の実施、一般会計では各種ガン検
診、成人病検診の実施、また、医
療費情報を活用した保健事業研修
会に参加し、効果的な事業展開に
ついて検討した。

（評価） △

介護保険事業特別会計02

改善の方向性 実施計画取組み項目小　項　目 平成15年度実施状況 平成16年度実施状況 平成17年度実施状況 平成18年度実施状況

サービス基盤の整
備と質の確保

ケアマネジャーを中心にサービス事業者に対して
研修事業等を実施し、サービスの質の向上を図る
。また、不足するサービスが出てきた場合にはそ
の基盤の整備に努める。

01

福祉課

ケアマネジャーの
質の向上とその確
保

毎年見直しを行
い実施。

地域ケア会議等をとおしてケアマ
ネジャーへの支援・情報提供を行
い、質の向上に努める。
　地域ケア会議開催回数：12回

（評価） ○

地域ケア会議等をとおしてケアマ
ネジャーへの支援・情報提供を行
い、質の向上に努める。
　地域ケア会議開催回数：12回

（評価） ○

地域ケア会議等をとおしてケアマ
ネジャーへの支援・情報提供を行
い、質の向上に努める。
　地域ケア会議開催回数：12回

（評価） ○

制度が改正された部分については
、居宅介護支援事業所に情報提供
を行い、また、ケアプラン上の相
談においては随時応対することに
よってケアマネジャーへの支援を
実施し、その質の向上及び確保に
努めた。

（評価） ○

運営の安定化及
び健全化

介護保険運営協議会において、保険運営の安定
化及び健全化のため介護保険の重要事項につ
いて協議を行い、３年ごとに事業計画の見直しを
行う。

02

福祉課

介護保険事業計画
の見直し

平成17年度に
次回見直しを実
施。

介護保険運営協議会開催回数：２
回

（評価） ○

介護保険運営協議会開催回数：２
回

（評価） ○

介護保険運営協議会開催回数：６
回
第3期事業計画（平成18年度から平
成20年度）を策定

（評価） ○

介護保険運営協議会開催回数：２
回

（評価） ○

生きがい対策、介護予防サービス、健康診断や
健康教室などの事業の実施により高齢者の健康
保持を推進し、その結果として要介護認定者の増
加を抑制し、介護保険財政の軽減化を図る。

福祉課

介護予防施策の推
進

平成17年度の
計画見直し時に
検討。

社会的孤立感の解消、自立支援の
観点から、家に閉じこもりがちな
高齢者や要介護状態になるおそれ
のある高齢者に対し、配食サービ
スや転倒骨折予防教室、料理教室
などを実施する。

（評価） ○

社会的孤立感の解消、自立支援の
観点から、家に閉じこもりがちな
高齢者や要介護状態になるおそれ
のある高齢者に対し、配食サービ
スや転倒骨折予防教室、料理教室
などを実施する。

（評価） ○

社会的孤立感の解消、自立支援の
観点から、家に閉じこもりがちな
高齢者や要介護状態になるおそれ
のある高齢者に対し、配食サービ
スや転倒骨折予防教室、料理教室
などを実施する。

（評価） ○

社会的孤立感の解消、自立支援、
介護予防の観点から、家に閉じこ
もりがちな高齢者や要介護状態に
なるおそれのある高齢者に対し、
配食サービス、料理教室、運動器
の機能向上等の介護予防サービス
を実施する。

（評価） ○

さまざまな機会を通して介護保険制度の啓発を実
施し、制度への理解を図る。

福祉課

介護保険の制度定
着の推進

毎年見直しを行
い実施。

65歳になった時や、納入通知書送
付時、また出前講座等をとおして
制度の啓発に努めている。

（評価） ○

65歳になった時や、納入通知書送
付時、また出前講座等をとおして
制度の啓発に努めている。

（評価） ○

65歳になった時や、納入通知書送
付時、また出前講座等をとおして
制度の啓発に努めている。

（評価） ○

65歳になった時や、納入通知書送
付時、また出前講座等をとおして
制度の啓発に努めている。

（評価） ○
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